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オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針について（ 通知）  

 

 

情報通信機器を活用し た診療（ 以下「 オンラ イ ン診療」 と いう 。） その他の情報通信機器

を 活用し た健康増進、 医療に関する行為（ 以下「 遠隔医療」 と いう 。） については、 情報通

信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニーズの変化に伴っ て、 近年ますます需

要が高まっ ている。 一方、 例えば、 オンラ イ ン診療については、 近年は新型コ ロナウイ ル

ス感染症の対応等において、 徐々に活用さ れているも のの、 必ずし も 幅広く 普及が進んで

いると は言えない状況にあり 、 また、 不適切な利用実態も あるこ と が指摘さ れており 、 適

切な実施を促進する必要性が指摘さ れていると こ ろ である。  

こ う し た中、「 規制改革実施計画（ 令和３ 年６ 月 18 日閣議決定）」 や「 新し い資本主義の

グラ ンド デザイ ン及び実行計画フ ォ ローアッ プ（ 令和４ 年６ 月７ 日閣議決定）」 において、

オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の果たす役割を 明確にし 、 国民、 医療関係者双方の理解

を 促進する等、 地域において遠隔医療が幅広く 適正に実施さ れるための基本方針を 策定す

るこ と と さ れたこ と を受け、 社会保障審議会医療部会において、 検討を 行っ た結果、 別添

１ のと おり 、「 オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」 を 策定するこ と

と し た。  

各都道府県におかれては、 本方針について管内の医療機関への周知を いただく と と も

に、 地域でオンラ イ ン診療その他の遠隔医療を 幅広く 適正に推進する取組を 進めるにあた

っ て、 本方針を ご参考いただき 、 引き 続き 、 積極的な取組を お願いする。  

また、 取組に当たっ て参考と し ていただけるよう 、 別添２ のと おり 、 遠隔医療の導入に

関する好事例集を作成すると と も に、 厚生労働省にホームページ（ ※） を新設し 、 都道府

県が活用可能な補助金等について情報提供を行っ ているので、 ご活用いただき たい。  

※ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /i ndex_ 0024. ht ml  

 

なお、 こ の通知は、 地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 245 条の４ 第１ 項の規定に

基づく 技術的な助言であるこ と を申し 添える。  

  以 上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024.html
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Ⅰ 策定の経緯等 

 

１  背景 

遠隔医療については、 情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニー

ズの変化に伴っ て、 近年ますます需要が高まっ ている。  

遠隔医療のう ち、 例えば、 医師と 患者間で実施さ れるオンラ イ ン診療については、

こ れまで無診察治療等を禁じ ている医師法（ 昭和 23 年法律第 201 号） 第 20 条と の関

係について、 適切に実施さ れる限り 同条に抵触し ないこ と を 平成９ 年の厚生省健康政

策局長通知1等において示すと と も に、「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」

（ 平成 30 年厚生労働省医政局長通知2の別紙。 以下「 オンラ イ ン診療指針」 と い

う 。） 3の策定などにより 段階的に利活用の環境を 整備し 、 推進し てき たと こ ろ であ

る。 近年は新型コ ロナウイ ルス感染症の対応等において、 徐々に活用さ れているも の

の、 必ずし も 幅広く 普及が進んでいると は言えない状況にある。 また、 不適切な利用

実態も あるこ と が指摘さ れており 、 適切な実施を 促進する必要性も 指摘さ れている。  

こ う し た背景を踏まえ、 厚生労働省は、 オンラ イ ン診療その他の遠隔医療が幅広く

適正に推進さ れるよう 、「 オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方

針」（ 以下「 本方針」 と いう 。） を 策定するこ と と し た。  

 

２  目的及び位置づけ 

本方針は、 厚生労働省が、 オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特

性を 整理し た上で、 導入及び実施上の課題及びその解決に向けて、 国、 都道府県、 市

町村を中心と する関係者の望まし い取組みの方向性を 提示するこ と で、 遠隔医療の導

入のための環境の整備を進め、 も っ てオンラ イ ン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅

広い普及に資するこ と を目的と し ている。 こ こ でいう 「 適正」 な推進と は、 安全性、

必要性、 有効性、 プラ イ バシーの保護等の個別の医療の質を 確保すると いう 観点に加

え、 対面診療と 一体的に地域の医療提供体制を確保する観点も 含まれる。  

なお、 オンラ イ ン診療指針は、 オンラ イ ン診療の実施に当たっ ての基本理念及びオ

ンラ イ ン診療指針と 医師法第 20 条と の関係を示し た上で、 オンラ イ ン診療に関し て

最低限遵守する事項及び推奨さ れる事項並びにその考え方を 示し 、 安全性・ 必要性・

有効性の観点から 、 医師、 患者及び関係者が安心でき る適切なオンラ イ ン診療の普及

を推進するために策定さ れたも のである。  

また、 その他の国において作成さ れた遠隔医療に関する文書と し て、「 遠隔医療モ

デル参考書‐ オンラ イ ン診療版‐ 」（ 令和２ 年５ 月総務省情報流通行政局情報流通振

興課情報流通高度化推進室）  及び「 遠隔医療モデル参考書‐ 医師対医師（ D t o D）

 
1 「 情報通信機器を 用いた診療（ いわゆる「 遠隔診療」） について」（ 平成９ 年 12 月 24 日健政発第 107

5 号厚生省健康政策局長通知） ht t ps: //www. mhl w. go. j p/bunya/i r you/j ohoka/dl /t ushi nki 01. pdf  
2 「「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 の策定について」（ 平成 30 年３ 月 30 日医政発 0330

第 46 号厚生労働省医政局長通知）  
3 「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」（ 平成 30 年３ 月、 令和５ 年３ 月一部改訂、 厚生労働

省） ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /000889114. pdf  

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/tushinki01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000889114.pdf
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の遠隔医療版‐ 」（ 令和４ 年４ 月 28 日同省）（ 以下「 総務省モデル参考書」 と いう 。）

がある。 総務省モデル参考書は、 医療機関や地域の関係者が遠隔医療の実施に当たっ

ての具体的な手順やシステム構成等の観点で参考と なる情報を取り まと めたも のであ

る。  

 

３  本方針が扱う 範囲 

遠隔医療と は、 支援・ 指導等を 含む、 情報通信機器を 活用し た健康増進、 医療に関

する行為であるが、 本方針は、 遠隔医療のう ち、 遠隔健康医療相談（ ※） 等の一般的

な情報提供を除く も のを対象範囲と する。  

 

※ 遠隔健康医療相談の具体例 

・ 子ども 医療 電話相談事業（ #8000 事業）： 応答マニュ アルに沿っ て小児科医師・ 看護師等が

電話により 相談対応 

・ 相談者 個別の状態に応じ た 医師の判断を 伴わない、 医療に関する一般的な情報提供や受診

勧奨（「 発疹がある場合は皮膚科を 受診し てく ださ い」 と 勧奨する等）  

・ 労働安全衛生法に基づき 産業医が行う 業務（ 面接指導、 保健指導、 健康相談等）  

・ 教員が学校医に複数生徒が嘔吐し た場合の一般的対処方法を 相談 

 

４  用語の説明 

用語 説明 

D 医師（ Doct or ）  

P 患者（ Pat i ent ）  

N 看護師等（ Nur se）  

その他医療従事者 医師並びに看護師等を 除く 医療従事者 

一般診療所 診療所のう ち、 歯科医業のみを行う も のを除く も の 

オンラ イ ン診療システム オンラ イ ン診療で使用さ れるこ と を 念頭に作成さ れ

た視覚及び聴覚を 用いる情報通信機器のシステム 

汎用サービス オンラ イ ン診療に限ら ず広く 用いら れるサービスで

あっ て、 視覚及び聴覚を 用いる情報通信機器のシス

テムを 使用するも の 

遠隔医療 情報通信機器を 活用し た、 健康増進、 医療に関する

行為 

オンラ イ ン診療 遠隔医療のう ち、 医師－患者間において、 情報通信

機器を 通し て、 患者の診察及び診断を行い診断結果

の伝達や処方等の診療行為を 、 リ アルタ イ ムにより

行う 行為4 

 
4 オンラ イ ン診療指針においては、「 リ アルタ イ ムの視覚及び聴覚の情報を 含む情報通信手段を 採用す

るこ と 。」 と さ れている。  
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オンラ イ ン診療等 遠隔医療のう ち、 オンラ イ ン診療と オンラ イ ン受診

勧奨（ ※） を含むも の 

※オンラ イ ン受診勧奨： 遠隔医療のう ち、 医師－患

者間において、 情報通信機器を 通し て、 患者の診察

及び診断を行い、 医療機関への受診勧奨を リ アルタ

イ ムにより 行う 行為 

オンラ イ ン診療支援者 医師－患者間のオンラ イ ン診療において、 患者が情

報通信機器の使用に慣れていない場合等に、 その方

法の説明など円滑なコ ミ ュ ニケーショ ンを支援する

者。 家族であるか、 看護師・ 介護福祉士等の医療・

介護従事者であるかは問わない 

 

５  留意事項 

本方針は、 遠隔医療の導入・ 実施に関する関係者の取組みを法令上義務づけるも の

ではないこ と に留意さ れたい。 また、 遠隔医療の取扱いに関する法令上の取扱いにつ

いては、 社会情勢に応じ て、 時限的又は特例的な取扱いに係る通知、 事務連絡等が随

時発出さ れる可能性があるこ と に留意さ れたい。  

なお、 本方針は、 遠隔医療に関する社会情勢の変化、 エビデンスの蓄積の状況等を

踏まえつつ、 様々な制度と の関係性の観点を 含め、 今後も 必要に応じ て見直し を行

う 。  

 

Ⅱ オンラ イ ン診療等（ 医師と 患者間での遠隔医療）  

 

１  期待さ れる役割 

( 1) 医療への時間、 場面の制約の少なさ に起因するも の 

① 通院に伴う 患者負担の軽減及び継続治療の実現 

オンラ イ ン診療等は、 患者の居宅等と 医療機関と の距離、 移動手段、 患者の

心身の状態などのため頻繁な移動が難し い場合に通院に伴う 負担を 軽減するほ

か、 長期に渡り 繰り 返し の通院が必要な慢性疾患（ 難病等を 含む。） の治療に

ついて、 定期的な直接の対面診療の一部を オンラ イ ン診療に代替し 、 医師及び

患者の利便性の向上を図っ たり 、 定期的な直接の対面診療にオンラ イ ン診療を

追加し 、 医学管理の継続性や服薬コ ンプラ イ アンス等の向上を図っ たり するこ

と を 容易にする。 医療機関へのアク セスが制限さ れている場合に特に有効であ

るが、 こ う し た状況にある患者への医療の提供に当たっ ては、 患者から の求め

と 患者と 医師の相互の信頼関係に基づいて、 現場の医師の判断により 対面診療

を 適切に組み合わせてオンラ イ ン診療等を 活用するこ と は、 通院に伴う 患者負

担の軽減及び継続治療の実現の観点から 有用である。  
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② 訪問診療および往診等に伴う 医師の負担軽減 

訪問診療や往診等が必要な患者について遠隔医療を 活用するこ と で、 医師が

患者の居宅等まで移動する際の時間的負担を軽減する。  

 

③ 医療資源の柔軟な活用 

近隣地域において専門性の高い医療機関へのアク セスが制限さ れている診療

科や疾患への対応や、 救急医療において、 遠隔地の専門性の高い医師の助言を

受けるこ と が可能と なる。 そのほか、 災害時に局所的に高まる医療需要に限ら

れた医療資源で対応する観点から 、 遠隔地の医師がト リ アージや治療方針に関

し て現場の医師等に専門的な助言を 行う こ と も 可能と なる。  

 

( 2) 患者と 医師の非接触下での診療に起因するも の 

① 患者がリ ラ ッ ク スし た環境での診療の実施 

通院等につき 大き な負担を感じ る患者への診療や、 患者の居宅等の日常生活

の状況下にある環境での診療が可能と なり 得る。 こ れにより 、 患者の受診時の

抵抗感が軽減さ れると と も に、 医師と より 率直にコ ミ ュ ニケーショ ンを 取るこ

と が可能と なり 得る。  

例えば、 医療機関で過度に緊張し てし まう 患者や医療機関内で知人に思いが

けず出会う こ と を 忌避する患者への対応の際に有効である。  

 

② 感染症への感染リ スク の軽減 

感染症の流行下等において、 他者と 接触するこ と なく 診療を実施でき るた

め、 医療従事者及び患者等の感染リ スク を 軽減するこ と ができ る。  

実際に、 新型コ ロナウイ ルス感染症の流行により 医療機関を受診するこ と に

抵抗を感じ た患者や、 自宅や宿泊療養施設で療養する感染症患者への医療提供

手段と し てオンラ イ ン診療が活用さ れた。  

 

２  様々な形態 

医師と 患者間の遠隔医療は、 患者側から 当該診療に同席する者の有無や役割によっ

て次の( 1) から ( 5) までに掲げる類型に整理さ れる。 なお、 診療を 行う 医師側の同席者

に応じ た分類はなさ れないこ と が一般的だが、 看護師等やその他の医師が同席するバ

リ エーショ ンも 考えら れる。  

 

( 1) D t o P 

患者側に医療従事者の同席なし で、 医師と 患者間で診療を行う 。 も っ と も 一般的

な形態の遠隔医療である。  

【 特徴】  

・  医師が患者に対し て非接触下で診療を 実施でき るため、 他の類型と 比較し て

感染症への感染リ スク を最も 軽減でき る。  
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・ 患者の通院に伴う 負担を 軽減でき る。 定期的な訪問診療等を受けている場

合には、 医師等に自宅等を訪問さ れるこ と による患者の負担を軽減でき

る。  

 

( 2) D t o P wi t h D 

患者側に主治医等の医師が同席する場合、 遠隔地にいる医師が、 診療を 行う 形態

の遠隔医療である。  

【 特徴】  

・  医療資源が限ら れる地域においても 専門の医師等による診察を受けるこ と が

でき る。  

・  主治医等にと っ て、 専門の医師等と の情報共有がスムーズと なる。  

 

( 3) D t o P wi t h N 

患者側に看護師等が同席する場合、 遠隔地にいる医師が、 診療を行う 形態の遠隔

医療である。  

【 特徴】  

・  看護師等による医学的な支援又は日常生活に即し た支援（ 情報通信機器の使

用のサポート を 含む。 以下同じ 。） により 、 患者と 医師と の間の円滑な意思疎

通が可能である。  

・  看護師等による医師の指示に基づく 検査や投薬、 点滴、 処置などの診療の補

助行為を 行う こ と が可能である。  

 

( 4) D t o P wi t h その他医療従事者 

患者側に薬剤師、 理学療法士等の医療従事者が同席する場合、 遠隔地にいる医師

が、 患者に対し て診療を 行う 形態の遠隔医療である。  

【 特徴】  

・  その他医療従事者による医学的な支援又は日常生活に即し た支援により 、 患

者と 医師の間の円滑な意思疎通が可能である。  

・  医師の処方箋に基づく 薬剤師による調剤・ 服薬指導や、 理学療法士による医

師の指示に基づく リ ハビリ テーショ ン等を 実施するこ と が可能である。  

 

( 5) D t o P wi t h オンラ イ ン診療支援者（ 医療従事者以外）  

患者側に医療従事者以外のオンラ イ ン診療支援者が同席する場合、 遠隔地にいる

医師が、 患者に対し て診療を 行う 形態の遠隔医療である。 オンラ イ ン診療支援者

は、 情報通信機器の使用のサポート 等を 行う 。  

【 特徴】  

・  患者の受診に関する支援者の技術的な支援により 、 高齢者等に対する円滑な

オンラ イ ン診療の実施が可能である。  
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３  利用実態 

オンラ イ ン診療の利用実態について、 オンラ イ ン診療の診療科別の実施件数割合

を 見ると 、 内科が 42％、 小児科が 31％、 皮膚科が８ ％である一方、 眼科及び外科

はと も に 0. 4％、 リ ハビリ テーショ ン科は 0. 3％と いう 状況である 5。  

オンラ イ ン診療に対する患者から の評価については、 厚生労働省「 令和２ 年度診

療報酬改定の結果検証に係る特別調査（ 令和３ 年度調査） かかり つけ医機能等の外

来医療に係る評価等に関する実施状況調査」 6の中で実施さ れた「 患者調査（ オン

ラ イ ン診療に関する意識調査）」 において、 オンラ イ ン診療を受けた患者の 70％以

上が、「 診療の時間帯を 自分の都合に合わせら れた」、「 待ち時間が減っ た」、「 リ ラ

ッ ク スし て受診でき 、 症状などを話し やすかっ た」 と いう 設問に「 そう 思う 」 と 回

答し ている。 また、 対面診療と 比べて「 十分な診察を 受けら れない」、「 対面診療と

比べて十分なコ ミ ュ ニケーショ ンが取れない」 と いう 設問には「 そう 思わない」 と

回答し ている患者が 80％以上と いう 状況である。  

 

４  現状の課題 

( 1) 医療機関におけるオンラ イ ン診療等に関する職員のリ テラ シーの向上について 

オンラ イ ン診療等の導入時には、 各医療機関において職員に対し て導入意義やメ

リ ッ ト について講義等を 通じ て説明し た上で、 事務マニュ アルを 整備し ていく こ と

が重要であるが、 現状は以下のよう な課題があると 考えら れる。  

・  職員教育に用いる教材や研修が整備さ れていない。  

・  事務マニュ アルのひな形等が整備さ れていない。  

 

( 2) オンラ イ ン診療等に用いるシステムの導入・ 運用について 

オンラ イ ン診療等の実施に当たっ ては、 利用する情報通信機器やシステムを適切

に選択し た上で、 運用・ 保守に努めるこ と が重要である。 特にオンラ イ ン診療等に

用いるシステムと し ては、 現在、 オンラ イ ン診療等の遠隔医療に特化し たオンラ イ

ン診療システム及びオンラ イ ン診療等の遠隔医療に限ら ず広く 用いら れる汎用サー

ビスが存在し ている。 また、 その機能、 費用についても システムごと に異なるこ と

から 、 以下のよう な課題があると 考えら れる。  

・  既存のオンラ イ ン診療システムの多く は診療所での利用を想定し ており 、 規

模の大き な病院においては独自のシステムを 構築する必要がある場合があ

る。  

 
5 令和２ 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（ 厚生労働科学特別研究事業） 研究「 新型コ ロナウ

イ ルス感染症の感染拡大を 踏まえたオンラ イ ン診療の対応やその影響についての研究」（ 研究代表者 

武藤真祐） 令和２ 年７ ､８ 月時点データ より  

ht t ps: //mhl w-gr ants. ni ph. go. j p/syst em/f i l es/repor t _ pdf /202006058A-sokat su. pdf  
6 令和３ 年 12 月１ 日中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会検－２ －１ ht t ps: //www. mhl

w. go. j p/cont ent /12404000/000860734. pdf  

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202006058A-sokatsu.pdf
https://www.mhl
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・  患者の利用が進むかどう か不明な中でシステムの導入を 検討し なければなら

ず、 導入費や利用料等の医療機関等の費用負担の観点から 導入が円滑に進ま

ない場合がある。  

・  オンラ イ ン診療に用いるシステムの活用に当たっ ては、 医療機関にと っ て一

定以上のシステム利用に関するリ テラ シーが求めら れる。  

・  地域によっ て通信イ ンフ ラ の整備状況が異なっ ているなど、 患者、 医療機関

双方の通信環境が異なるため、 オンラ イ ン診療等を円滑に実施出来ない場合

がある。  

・  対面診療と 比べて診察以外の事務作業が煩雑になる場合があり 、 特に、 診察

料の回収において業務が滞る場合がある。  

・  安心・ 安全の観点から 、 患者情報の保護の観点やサイ バーセキュ リ ティ ー対

策の観点でどのシステムを 選ぶべき か迷う 場合がある。  

 

( 3) オンラ イ ン診療等に関する患者の理解促進について 

オンラ イ ン診療等の実施に当たっ ては、 その利点や留意事項（ 対面診察と 比較し

て得ら れる情報や実施可能な検査に制限があり 、 対面診療を適切に組み合わせて行

う 必要があるこ と 等） について、 医師から 患者に対し て十分な情報を 提供し た上

で、 患者の合意を 得るべき である。  

その際、 患者の理解を 得る上で以下のよう な課題があると 考えら れる。  

・  説明事項の十分性（ オンラ イ ン診療指針で求めら れている、 急病急変時の対

応方針や症状の増悪があっ た場合の対面診療の受診先等の説明ができ ている

か等） を 容易に確認するこ と ができ ない。  

・  オンラ イ ン診療等については、 医療機関と し ては適切な対応であっ ても 、 患

者の理解が得ら れないこ と がある。 また、 患者が予約時間になっ ても 情報通

信機器への接続を完了し ない場合、 診療を 開始でき ないこ と がある。 こ の場

合、 当該患者に対する呼出し の連絡が必要になるほか、 次の予約患者の診療

開始にも 影響が出るおそれがある。  

 

 ( 4) デジタ ルデバイ スに明るく ない高齢者等の医療の確保について 

     デジタ ルデバイ スに明るく ない高齢者等は、 自力ではオンラ イ ン診療等を 受ける

こ と が困難であり 、 I T 面のサポート が必要である。 こ のよう な患者に関し ては、

以下のよう な課題があると 考えら れる。  

•  周辺環境に応じ た通信機器の調整が困難であり 、 マイ ク に音をう まく 伝える

こ と ができ ず、 音声が聞き 取れないこ と がある。  

•  D t o P wi t h N、 D t o P wi t h その他の医療従事者、 D t o P wi t h オンラ イ ン

診療支援者（ 医療従事者以外） と いっ た類型のオンラ イ ン診療等の実現方法

を 、 医療従事者や支援者と の連携方法や、 適切なシステムの導入の観点も 含

め、 検討する必要がある。  
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５  課題の解決の方向性や留意事項 

( 1) 適正な推進に向けた基本的な考え方 

• オンラ イ ン診療等の推進に当たっ ては、 オンラ イ ン診療指針のⅣ「 オンラ イ ン診

療の実施に当たっ ての基本理念」 に記載さ れている、「 オンラ イ ン診療は、 ①患

者の日常生活の情報も 得るこ と により 、 医療の質のさ ら なる向上に結び付けてい

く こ と 、 ②医療を 必要と する患者に対し て、 医療に対するアク セシビリ ティ （ ア

ク セスの容易性） を 確保し 、 より よい医療を得ら れる機会を 増やすこ と 、 ③患者

が治療に能動的に参画するこ と により 、 治療の効果を 最大化するこ と を 目的と し

て行われるべき も のである。 こ う し た基本理念は、 医療法第１ 条の「 医療を 受け

る者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を 図

り 、 も っ て国民の健康の保持に寄与するこ と 」 に資するも のである。 医師及び患

者は、 以上を 念頭に置いたう えで、 オンラ イ ン診療を 行う こ と が望まし い。  

• 特に、 医師については、 オンラ イ ン診療指針で以下①-⑥に示す基本理念に従っ

てオンラ イ ン診療を 提供すべき であると さ れているこ と に留意する必要がある。   

 

①  医師－患者関係と 守秘義務 

医師－患者間の関係において、 診療に当たり 、 医師が患者から 必要な情報の

提供を求めたり 、 患者が医師の治療方針へ合意し たり する際には、 相互の信頼

が必要と なる。 こ のため、 日頃より 直接の対面診療を 重ねている等、 患者と 直

接的な関係が既に存在する医師にて行われるこ と が基本であり 、 対面診療を 適

切に組み合わせて行う こ と が求めら れる。  

 

②  医師の責任 

オンラ イ ン診療により 医師が行う 診療行為の責任については、 原則と し て当

該医師が責任を 負う 7。 こ のため、 医師はオンラ イ ン診療で十分な情報を得ら

れているか、 その情報で適切な診断ができ るか等について、 慎重に判断し 、 オ

ンラ イ ン診療による診療が適切でない場合には、 速やかにオンラ イ ン診療を 中

断し 、 対面による診療に切り 替えるこ と が求めら れる。  

また、 医師は患者の医療情報が漏洩するこ と や改ざんさ れるこ と のないよ

う 、 情報通信及び患者の医療情報の保管について、 オンラ イ ン診療指針のⅤ

2( 5) に定める内容及び関連するガイ ド ラ イ ンに沿っ て適切に行う こ と が求めら

れる。  

 

 
7 オンラ イ ン診療指針では、 責任の所在を 明ら かにするためにも 、 医師は医療機関に所属し ているべ

き であると さ れている。 また、 医療機関の医療情報管理責任者が、 所属する医師が行う べき セキュ リ

ティ リ スク 対策を 講じ るこ と 、 と さ れている。  
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③ 医療の質の確認及び患者安全の確保 

オンラ イ ン診療により 行われる診療行為が安全で最善のも のと なるよう 、 医

師は自ら が行っ た診療について、 対面診療の場合と 同様に治療成績等の有効性

の評価を 定期的に行わなければなら ない。  

また、 患者の急変などの緊急時等で、 オンラ イ ン診療の実施が適切でない状況

になっ た場合においても 、 患者の安全が確保さ れるよう 、 医師は、 必要な体制

を 確保し なければなら ない。   

 

④ オンラ イ ン診療の限界などの正確な情報の提供 

個別の疾病等の状況にも よるが、 オンラ イ ン診療においては、 対面診療に比

べて得ら れる患者の心身の状態に関する情報が限定さ れる。 医師は、 こ う し た

オンラ イ ン診療による診療行為の限界等を 正し く 理解し た上で、 患者及びその

家族等に対し て、 オンラ イ ン診療の利点やこ れにより 生ずるおそれのある不利

益等について、 事前に説明を行わなければなら ない。  

 

⑤  安全性や有効性のエビデンスに基づいた医療 

 適切なオンラ イ ン診療の普及のためには、 その医療上の安全性・ 必要性・ 有

効性が担保さ れる必要があり 、 医師は安全性や有効性についてのエビデンスに

基づいた医療を 行う こ と が求めら れる。 特に、 オンラ イ ン診療においては、 対

面診療と 比べて、 医療へのアク セスが向上すると いう 側面や得ら れる情報が少

なく なっ てし まう と いう 側面を 考慮し 、 安全性・ 必要性・ 有効性の観点から 、

学会のガイ ド ラ イ ン等を 踏まえて、 適切な診療を 実施し なければなら ない。  

また、 オンラ イ ン診療は、 上記の通り 、 対面診察に比べて得ら れる情報が少な

く なっ てし まう こ と から 、 治験や臨床試験等を 経ていない安全性の確立さ れて

いない医療を 提供するべき ではない。  

 

⑥ 患者の求めに基づく 提供の徹底 

オンラ イ ン診療は、 患者がその利点及び生ずるおそれのある不利益等につい

て理解し た上で、 患者がその実施を 求める場合に実施さ れるべき も のであり 、

研究を主目的と し たり 医師側の都合のみで行っ たり し てはなら ない。  

 

( 2) 関係者の取組みの方向性 

前記( 1) の基本的な考え方を 踏まえ、 関係者は、 以下のよう な取組みを進める。  

 

【 国の取組み】  

・  オンラ イ ン診療等の導入に関する地域における課題について把握し た上で、

医療機関が導入時に参考と でき るよう な 

①事例集 （ 利用し た医師や患者の意見、 利用し た情報通信機器等）  

②手引き 書 （ オンラ イ ン診療等の利用手順、 処方箋・ 処方薬の受渡し 方法

等）  
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③チェ ッ ク リ スト （ オンラ イ ン診療指針遵守の確認、 オンラ イ ン診療の実 

  施の際に患者に対し て説明すべき 内容等）  

等を 作成する。  

・  国民・ 患者への更なる適切なオンラ イ ン診療の浸透に向けて周知広報資料等

を作成する。  

・  オンラ イ ン診療システム導入が進み、 円滑な運用が図ら れるよう 周知啓発を

行う 。  

・  医療機関間の情報連携等の医療分野における DX の推進の観点も 含め、 各府省

庁の予算事業の中から オンラ イ ン診療の導入及び実施に活用でき るも のを 整

理し て、 都道府県・ 市町村に提示する。  

・  前記の取組みの成果等を、 医療機関、 国民・ 患者、 都道府県・ 市町村等の関

係者がまと めて閲覧するこ と ができ るホームページを 作成する。  

・  オンラ イ ン診療等に関する課題の整理、 エビデンスの収集や構築を 行う 。（ 大

病院におけるオンラ イ ン診療の導入、 オンラ イ ン診療等の質の担保等）  

 

【 都道府県及び市町村の取組み】  

・  国の周知広報資料等を 活用し 、 住民向けメ ディ ア（ 市町村広報誌など） にオ

ンラ イ ン診療等の役割、 効果、 留意点等を 掲載すると と も に、 地域でオンラ

イ ン診療を 実施し ている医療機関について住民が把握し やすいよう に工夫す

る。  

・  地域におけるオンラ イ ン診療の先行事例を 把握し 、 導入を検討中の医療機関

に対し て、 導入済みの医療機関を 紹介するなど、 医療機関間の連携関係の構

築を 支援する。  

・  地域の医療提供体制の課題について、 オンラ イ ン診療等の導入が有効である

かを 検討し 、 必要に応じ て国の予算事業の活用等（ オンラ イ ン診療等に関す

る医療機関の職員向けの研修事業の実施など） を 検討する。  

・  都道府県は、 へき 地等医療資源が不足する地域の医療の実情に応じ て、 第 8

次医療計画（ 令和 6 年度～） の策定において、 オンラ イ ン診療等の活用を 検

討する。  

 

【 医療機関の取組み】  

・  医療機関は、 オンラ イ ン診療等の導入の課題の解決に向けて、 関係学会で取

り まと めているガイ ド ラ イ ン等や国で取り まと めている事例集や参考書等を

活用する。  

・  医療機関は、 オンラ イ ン診療等の導入の課題の解決に向けて、 必要に応じ て

都道府県又は市町村等と 連携する。  
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Ⅲ 医師等医療従事者間での遠隔医療 

 

１  期待さ れる役割 

医師等医療従事者間での遠隔医療は、「 医療資源の少ない地域」 など、 地域にお

ける医療の確保へ貢献するこ と をはじ めと し て、 効率的・ 効果的な医療提供体制の

整備、 さ ら には I CT を利用するこ と により 医療従事者の働き 方改革等にも 寄与する

こ と が求めら れている。 また、 昨今の医師・ 看護師の人材確保難に起因し て、 都市

部においても 救急・ 小児・ 周産期・ 災害などの部門を 中心に、 医療サービスの確保

が課題と なっ ている。 また、 生活習慣病対策等の新たな保健衛生面への課題への対

処も 各地域で求めら れている。  

こ のよう な中、 医師等医療従事者間の遠隔医療は、 医療提供体制の課題の解消、

がんや脳卒中等の疾患対策、 医師の偏在や医療資源の不足への対応、 移動距離や時

間等の物理的な距離の解消、 救急搬送の時間の短縮／不要不急の搬送抑制、 専門の

医師が効率的に診療を行える環境整備、 地域に勤務する若手医師の教育支援等にお

いて活用さ れている 8。  

 

２  様々な類型 

医師等医療従事者間での遠隔医療の実施の目的等によっ て令和元年度総務省「 医師

対医師の遠隔医療の普及促進にかかる調査研究」 9、 令和３ 年度同省「 医師対医師（ D 

t o D） の遠隔医療の取組状況等にかかる調査研究」 10、 及び総務省モデル参考書の中

で主に以下の類型に整理さ れており 、 それぞれの類型ごと に期待さ れる効果について

も 詳し く 記さ れている。  

・  遠隔放射線画像診断 

遠隔地の放射線科医に CT 又は MRI 等の医用画像を 共有し 、 画像診断に関する

相談を 行う も の  

・  遠隔病理画像診断 

遠隔地の病理医に、 患者から 採取し た組織又は細胞の標本の顕微鏡画像等を 共

有し 、 病理診断に関する相談を行う も の 

・  遠隔コ ンサルテーショ ン 

遠隔地にいる専門の医師に診療情報や検査画像等を共有し ながら 診断・ 治療方

針等に関する相談を行う も の 

・  遠隔カ ンフ ァ レンス 

多拠点にいる医療関係者がテレ ビ会議システムを 用いて、 患者の事例検討等を

行う も の 

 
8 「 遠隔医療モデル参考書‐ 医師対医師（ D t o D） の遠隔医療版‐ 」（ 令和４ 年４ 月 28 日総務省）

ht t ps: //www. soumu. go. j p/mai n_ cont ent /000812534. pdf  
9「 医師対医師の遠隔医療の普及促進にかかる調査研究」（ 令和元年度総務省）

ht t ps: //www. soumu. go. j p/mai n_ cont ent /000699422. pdf  
10「 医師対医師（ D t o D） の遠隔医療の取組状況等にかかる 調査研究」（ 令和３ 年度総務省）

ht t ps: //www. soumu. go. j p/mai n_ cont ent /000812529. pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000812534.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000699422.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000812529.pdf
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・  遠隔救急支援 

専門の医師の在院し ていない医療機関において救急対応が必要な患者を 受け入

れた際に、 遠隔地にいる専門の医師に患者の検査画像等を共有し ながら 、 治療や

搬送等に関する相談を 行う も の 

・  12 誘導心電図伝送 

急性心筋梗塞等の患者を 救急車（ ド ク タ ーカ ー及びド ク タ ーヘリ を 含む。） で

医療機関に搬送する際、 車中から 12 誘導心電図から 搬送先医療機関に共有し 、

心臓カ テーテル治療の迅速化を図るも の 

・  遠隔 I CU 

複数の I CU（ 集中治療室） をネッ ト ワーク で接続し 、 中心と なる基幹施設に設

置し た支援センタ ーから 集中治療の専門の医師が患者を モニタ リ ングし 、 各 I CU

の担当医師に対する診療支援を行う も の 

・  遠隔手術指導 

手術中の術野映像、 患者のバイ タ ルデータ 等を リ アルタ イ ムに遠隔地の医師へ

共有するこ と で、 遠隔地にいる他の医師の指導を 受けながら 手術を 行う も の 

 

３  様々な形態 

( 1) D t o D 

医師－医師間で実施する形態の遠隔医療であり 、 例えば、 へき 地の診療所の医師

が中核病院の専門の医師に診療上行う 相談、 外科医が大学病院の病理医に病理画像

を 送り 依頼する病理診断等、 医師間で診療支援等を 行う 遠隔コ ンサルテーショ ン等

が挙げら れる。  

  

( 2) D t o N、 D t o その他医療従事者 

医師が直接患者を 診療し ていない状態で、 情報通信機器を通じ 、 医師が看護師等

の医療従事者を遠隔で指導する形態である 11。  

 

( 3) N t o N、 N t o その他医療従事者、 その他医療従事者 to その他医療従事者 

情報通信機器を通じ 、 医師以外の医療従事者間で支援・ 指導を 行う 形態である 11。  

 

４  利用実態 

D t o Dの遠隔医療に関し ては、 ３ 年ごと に厚生労働省が実施する医療施設調査

（ 静態調査） において遠隔画像診断、 遠隔病理診断を 行っ ている施設数を 調査し てお

り 、 令和２ 年調査において遠隔画像診断を 行っ ている病院は全病院の 18％、 一般診

療所は全一般診療所の 1. 8％、 遠隔病理診断を行っ ている病院は全病院の 2. 6％、 一

般診療所は全一般診療所の 0. 4％と なっ ている。  

 

 
11 「 遠隔医療モデル参考書‐ 医師対医師（ D t o D） の遠隔医療版‐ 」（ 令和４ 年４ 月 28 日総務省）

ht t ps: //www. soumu. go. j p/mai n_ cont ent /000812534. pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000812534.pdf
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５  現状の課題 

医療従事者間の遠隔医療の導入には、 地域の医療提供体制等の特性や医療従事者・

患者等の関係者のニーズ、 システムを 運営し ていく 際の関係者の協力体制等を 考慮

し 、 地域に適し た運営体制と システムの整備を行う こ と が必要である。  

具体的な課題と し て、 遠隔にいる医師（ 医療従事者等） の役割と 責任の範囲の明確

化、 個人情報保護法制に沿っ た遠隔医療における患者の医療情報の共有、 遠隔医療シ

ステムの安全管理、 緊急時や不測の事態への対応策の検討等があり 12、 医療従事者間

の遠隔医療の適正な推進に向けて、 こ れら の課題を円滑に解決する環境の整備が求め

ら れている。  

 

６  取組みの方向性 

【 国の取組み】  

・  遠隔医療の導入に関する地域における課題について把握し た上で、 医療機関が

導入時に参考と でき るよう な 

①事例集 （ 利用し た医師や医療従事者の意見、 利用し たシステム等）  

②手引き 書 （ 遠隔医療システムの導入手順、 医療機関職員向けの周知方法

等）  

等を 作成する。  

・  医療機関間の情報連携等の医療分野における DX の推進の観点も 含め、 各府省庁

の予算事業の中から 遠隔医療の導入及び実施に活用でき るも のを整理し て、 都

道府県・ 市町村に提示する。  

・  遠隔医療に関する課題の整理、 エビデンスの収集や構築を 行う 。（ 先進技術の導

入、 役割分担や連携のあり 方を含む遠隔医療の質の担保等）  

 

【 都道府県及び市町村の取組み】  

・  遠隔医療に関する地域における先行事例を把握し 、 導入を 検討中の医療機関に

対し て、 導入済みの医療機関を紹介するなど、 医療機関間の連携関係の構築を

支援する。  

・  地域の医療提供体制の課題について、 遠隔医療の導入が有効であるかを検討

し 、 必要に応じ て国の予算事業の活用等を検討する。  

・  都道府県は、 へき 地等医療資源が不足する地域の医療の実情に応じ て、 第 8 次

医療計画（ 令和 6 年度～） の策定において遠隔医療の活用を検討する。  

・  遠隔医療単独ではなく 、 地域医療連携、 地域医療介護連携、 地域包括ケアシステ

ムなどと 連動する必要があるこ と に留意するこ と 。  

・  全国医療情報プラ ッ ト フ ォ ームや地域医療連携ネッ ト ワーク 、 多職種連携ネッ ト

ワーク など、 既存の他の医療 I T と 併用し た活用を検討する。  

・  在宅医療やその地域に専門医療機関がない疾病の診療における活用を 検討する。  

 
12 「 遠隔医療モデル参考書‐ 医師対医師（ D t o D） の遠隔医療版‐ 」（ 令和４ 年４ 月 28 日総務省）  

ht t ps: //www. soumu. go. j p/mai n_ cont ent /000812534. pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000812534.pdf
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【 医療機関の取組み】  

・  医療機関は、 遠隔医療の導入の課題の解決に向けて、 関係学会で取り まと めて

いるガイ ド ラ イ ン等や国で取り まと めている事例集や参考書等を活用する。  

・  医療機関は、 遠隔医療の導入の課題の解決に向けて、 必要に応じ て都道府県又

は市町村等と 連携する。  

 

 

Ⅳ その他遠隔医療に関連する事項 

 

１  地域の医療提供体制の充実に向けた都道府県又は市町村の取組み 

オンラ イ ン診療その他の遠隔医療は、 へき 地13をはじ めと し た地域における医療課

題の解決に資する場合があるこ と から 、 都道府県又は市町村は、 地域関係者の協力の

も と 、 積極的に導入に取り 組むこ と が望まし い。 また、 対面診療と 一体的に地域の医

療提供体制を確保する観点でも 、 都道府県又は市町村は、 各医療機関における取組み

に任せるだけでなく 、 適切に関与し ていく こ と が望まし い。  

都道府県又は市町村による遠隔医療を活用し た地域の医療提供体制の充実に向けた

具体的な取組みと し て、 遠隔医療を実施する医療機関のネッ ト ワーク への参加を希望

する医療機関を 募っ て、 関係構築を支援するなどの取組みが行われている。 こ う し た

ネッ ト ワーク 構築に当たっ ては、 民間企業が構築し ている医療機関のネッ ト ワーク を

活用し て、 効率的に遠隔医療の体制を 整備する事例も ある。 都道府県又は市町村が医

療機関の関係構築への支援をするに当たっ ては、 地域の医師会を はじ めと する関係者

の役割も 重要であり 、 積極的に地域の関係者と 連携し て取組みを 進めるこ と が望まし

い。  

また、 感染症有事における対応や休日・ 夜間の医療提供体制の確保等、 地域の中の

医療資源のみで地域の課題を解決するこ と が難し い場合には、 遠隔医療によっ て地域

の外の医療資源を活用する方法が有効である場合も あると 考えら れる。 ただし 、 その

際には、 行政機関（ 保健所等） が、 対面診療と の連携の確保等において地域の関係者

間の連絡調整や、 住民に対する丁寧な説明等を積極的に担う こ と が期待さ れる。  

 

２  医療従事者教育／患者教育の充実 

遠隔医療を幅広く 適正に推進するためには、 遠隔医療の実施における医療従事者－

患者間の信頼関係が構築さ れる必要があり 、 そのためには、 遠隔医療に関する医療従

事者による患者への適切な説明が行われるこ と が必要である。 医療従事者は必要な研

修を 受講するこ と により 、 適切な説明が行えるよう 遠隔医療に関する知識の習得に努

 
13 例えば、 へき 地における遠隔医療の活用については、「 疾病・ 事業及び在宅医療に係る医療体制につ

いて」（ 令和５ 年３ 月 31 日付け医政地発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） の

別表８ 「 へき 地の医療体制構築に係る現状把握のための指標例」  の中に「 遠隔医療等 I CT を 活用し

た診療支援の実施状況」 が位置付けら れている 。  
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めると と も に、 より 適切な情報の伝え方について医療従事者－患者間で継続的に協議

し ていく こ と が望まし い。  

 

３  質評価／フ ィ ード バッ ク  

遠隔医療が各医療機関において適切に実施さ れるためには、 各医療機関において、

遠隔医療の質を 高めるための取組みが行われるこ と が望まし い。 こ の点、 オンラ イ ン

診療に関し ては、 オンラ イ ン診療指針において、 質評価やフ ィ ード バッ ク の体制の整

備が必要であると さ れており 、 質評価においては、 医学的・ 医学経済的・ 社会的観点

など、 多角的な観点から 評価を 行う こ と が望まし いと さ れている。 また、 総務省モデ

ル参考書において、 オンラ イ ン診療の具体的な評価項目が参考と し て掲げら れてい

る。  

 

４  エビデンスの蓄積 

オンラ イ ン診療その他の遠隔医療を より 質の高いも のし ていく ため、 安全性や有効

性に関する情報（ エビデンス） を 蓄積し 、 社会全体で共有・ 分析さ れるこ と が望まし

い。 その際、 遠隔医療は、 幅広い診療領域にわたり 様々な活用の場面が想定さ れるこ

と から 、 診療領域別、 患者の特性別、 地域の特性別の観点、 国や都道府県による支援

のあり 方等、 様々な観点から 適切な遠隔医療のあり 方について、 エビデンスが蓄積さ

れるこ と が望まれる。  

 

５  新し い技術を 踏まえた遠隔医療の推進 

オンラ イ ン診療その他の遠隔医療に関連する新し い技術と し て、 例えば、 オンラ イ

ン資格確認等システムの基盤を 活用し た全国医療情報プラ ッ ト フ ォ ームの整備が進め

ら れており 、 本人同意の下で医療機関において令和３ 年 10 月から 特定健診情報・ 薬

剤情報（ レ セプト に基づく 過去の薬剤情報）、 令和４ 年９ 月 11 日から は診療情報を 閲

覧するこ と が可能と なっ ている。 また、 令和５ 年１ 月から 電子処方箋の運用が開始さ

れたこ と により 、 リ アルタ イ ムの処方・ 調剤情報の閲覧が可能と なっ ている。 こ れら

の仕組みを 活用するこ と で、 患者情報の把握を補う こ と が容易になる。 さ ら に、 オン

ラ イ ン診療、 電子処方箋、 オンラ イ ン服薬指導及び薬剤の配送を 組み合わせるこ と

で、 自宅に居ながら にし て受診から 薬剤の受取までを 完結するこ と が可能と なり 、 更

なる患者の利便性向上や感染症対策の効果が期待さ れる。 併せて、 自宅で患者の本人

確認が可能と なる仕組みを 令和６ 年度に構築するなどの動き がある。 看護師等による

オンラ イ ンを活用し た療養指導等のよう な取組みも ある。 こ のよう な、 新し い技術や

動き が遠隔医療に与える影響について、 安全性、 必要性、 有効性、 プラ イ バシーの保

護等の個別の医療の質を確保すると いう 観点に加え、 対面診療と 一体的に地域の医療

提供体制を 確保する観点も 含め、 引き 続き 留意する必要がある。  

また、 AI や患者のバイ タ ルデータ を 把握でき る情報通信機器など、 先進的な技術

を用いた遠隔医療の新たな技術に関し て、 現時点においては電子聴診器等の非侵襲的

なも のが想定さ れるが、 将来的には、 侵襲性のある行為を行える技術が登場する可能
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性も ある。 今後、 こ う し た技術の開発の動向を見極めながら 、 必要に応じ て遠隔医療

の推進のあり 方を検討する必要がある。  

 

Ⅴ 参考資料 

 

各医療機関が遠隔医療の導入・ 実施を 検討する際の参考と なる文献について 

・  「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 の改定について」（ 令和５ 年３ 月 30

日付医政発 0330 第４ 号厚生労働省医政局長通知）  

・  「 遠隔医療モデル参考書‐ オンラ イ ン診療版‐ 」（ 令和２ 年５ 月総務省情報流通行

政局情報流通振興課情報流通高度化推進室）  

・  「 遠隔医療モデル参考書‐ 医師対医師（ D t o D） の遠隔医療版‐ 」（ 令和４ 年４ 月

28 日総務省）  

・  オンラ イ ン診療の初診に関する提言（ 令和３ 年６ 月 1 日 一般社団法人日本医学

会連合） 14 

・  プラ イ マリ ・ ケアにおけるオンラ イ ン診療ガイ ド （ 令和３ 年８ 月３ 日 日本プラ

イ マリ ・ ケア連合学会） 15 

・  オンラ イ ン診療入門～導入の手引き ～（ 令和４ 年４ 月 公益社団法人日本医師

会） 16 

・  「 オンラ イ ン診療における不適切な診療行為の取扱いについて」（ 平成 30 年 12 月

26 日付け医政医発 1226 第２ 号厚生労働省医政局医事課長通知）  

・  「「 オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針」 に関するＱ ＆Ａ について」 の改訂

について」（ 令和５ 年３ 月 30 日医政医発 0330 第１ 号厚生労働省医政局医事課長通

知）  

 
14 「 オン ラ イ ン診療の初診に関する提言」（ 令和３ 年６ 月 1 日 一般社団法人日本医学会連合）

ht t ps: //www. j msf . or . j p/upl oads/medi a/2021/06/20210603172150. pdf  
15 「 プラ イ マリ ・ ケアにおけるオンラ イ ン診療ガイ ド 」（ 令和３ 年８ 月３ 日 日本プラ イ マリ ・ ケア連

合学会） ht t ps: //www. pc-covi d19. j p/f i l es/gui dance/onl i ne_ gui dance-2. pdf . pdf  
16 「 オン ラ イ ン診療入門～導入の手引き ～」（ 令和４ 年４ 月 公益社団法人日本医師会）

ht t ps: //www. med. or . j p/dl -med/doct or /omc/gui dance_ i nt r o. pdf  

https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2021/06/20210603172150.pdf
https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/online_guidance-2.pdf.pdf
https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/omc/guidance_intro.pdf
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はじ めに 

 

遠隔医療については、 情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニーズの変化に伴

っ て、 近年ますます需要が高まっ ています。  

遠隔医療のう ち、 例えば、 オンラ イ ン診療については、こ れまで「 オンラ イ ン診療の適切な実施に

関する指針」（ 平成 30 年厚生労働省医政局⻑ 通知 の別紙。 以下「 オンラ イ ン診療指針」 と いう 。）  

の策定などにより 段階的に利活用の環境を整備し てき たと こ ろ であり ますが、 近年の利用実態から

は、 必ずし も 幅広く 普及が進んでいると は言えない状況にあり ます。  

こ う し た背景を踏まえ、 厚生労働省では、 オンラ イ ン診療を含む遠隔医療が幅広く 適正に推進さ

れるよう 、令和４ 年度において「 オンラ イ ン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」 及び本

事例集を策定いたし まし た。  

基本方針を策定する上で、 オンラ イ ン 診療を導入し ている医療機関及び地域における遠隔医療の

導入を支援する自治体に対し て、導入経緯や取組の特徴、課題と 解決策、導入効果等を書面調査及び

ヒ アリ ングを実施いたし まし たので、事例集と し てまと めさ せていただきまし た。本事例集には、地

域特性や診療科などの異なる医療機関 13 件及び自治体２ 件の事例を掲載し ており ます。こ れから 遠

隔医療を 導入するこ と を検討し ている 医療機関やその支援を進めよう と し ている自治体の皆様にと

っ て有効に活用さ れ、 普及促進につながるこ と を期待し ており ます。  

最後に、 本事例集の作成に当たっ て、 関係者の皆様に多大な協力をいただいたこ と に深く 謝意を

表し ます。  
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事例集に掲載する医療機関一覧 

 

本事例集では、 以下の各地域に所在する医療機関にヒ アリ ングを実施し 、 オンラ イ ン診療の取組

事例を収集し 、 導入経緯や取組の特徴、 課題と 解決策、 導入効果等を９ ページ以降に整理し た。  

 

Case3 すみかわ皮膚科アレルギーク リ ニッ ク  

〔 皮膚科〕  

Case9 鳥羽市立神島診療所 

〔 内科〕  

Case8 田村秀子婦人科医院 

〔 産婦人科〕  

Case11 国立病院機構岩国医療センタ ー 

〔 内科〕  

Case12 山口県立総合医療センタ ーへき 地医療支援センタ ー 

〔 ‐ 〕  

Case2 九段下駅前コ コ ク リ ニッ ク  

〔 内科〕  

Case4 瀬川記念小児神経学ク リ ニッ ク  

〔 小児神経科、 神経内科、 精神科〕  

Case6 第二川崎幸ク リ ニッ ク  

〔 外科〕  

Case5 外房こ ども ク リ ニッ ク  

〔 小児科〕  

Case13 亀田総合病院 

〔 内科、 外科〕  

Case7 多摩フ ァ ミ リ ーク リ ニッ ク  

〔 内科〕  

Case1 天沼き たがわ内科 

 〔 脳神経内科〕  

Case10 織田病院 

〔 内科、 外科、 皮膚科〕  
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医療機関事例の見方 

 

医療機関の事例は以下①～⑥の要素で構成さ れている。 それぞれの要素に盛り 込まれている

情報を解説する。  

 

① 索引 

医療機関の事例の検索を容易と するため、 当該事例の特徴を医療機関種別、 主な診療科、 対

応する診療、 システム、 実施類型、 人口規模ごと にそれぞれ数区分で表記し ている。  

･ 医療機関種別については、 以下の 2 区分で表記し ている。  

- 病院 

- 診療所 

･ 主な診療科については、 オンラ イ ン診療を実施し ている主たる診療科を表記し ている。  

･ オンラ イ ン診療を活用し て対応する診療については、 以下の 6 区分で表記し ている。  

- 通常医療 

- 小児医療 

- 周産期 

- へき 地医療 

- 在宅医療 
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- 感染症 

･ システムについては、 以下の 2 区分で表記し ている。  

- 専用システム 

  オンラ イ ン診療を実施するこ と を目的と し て開発さ れたシステムであり 、 専用の

予約機能や決済機能等が搭載さ れている。 利用に当たっ て費用がかかるも のが多

い。  

- 汎用システム 

  一般的に普及し ているウェ ブ会議やビデオ通話を実施するこ と を目的と し て開発

さ れたシステムである。 無料で利用できるも のが多い。  

･ 実施類型については、 以下の 4 区分で表記し ている。  

- D  to P 

- D  to P with D  

- D  to P with N  

- その他の実施類型 

※実施類型の詳細については「 オンラ イン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」

を参照さ れたい。  

･ 人口規模については、 当該医療機関が所在する市区町村の人口規模に応じ て以下の 4 区分

で表記し ている。 東京都内の特別区（ 23 区） はそれぞれ区の人口から 区分を選定し てい

る。  

- 1 万人未満 

- 1 万人以上 

- 20 万人以上 

- 70 万人以上 

 

② 基本情報 

医療機関の特徴を示す基本情報と し て、 所在地、 設立主体、 病床数、 医療機関種別、 主な診療

科、 勤務医師数と 、 オンラ イ ン診療を実施する利用システムを記載し ている。  

･ 所在地については、 医療機関の所在地を市区町村の単位で表記し ている。  

･ 設立主体については、 以下の 3 区分で表記し ている。  

- 公立 

  都道府県、 市町村、 地方独立行政法人のいずれかが設立主体である。  

- 公的 

  公立以外の公的機関が設立主体である。  

- 民間 

  医療法人、 個人立が設立主体である。  

･ 病床数については、 医療機関の病床の数を表記し ている。 診療所等の理由で病床がない場

合は、「 ‐ 」 で表記し ている。  
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･ 医療機関種別については、 以下の 2 区分で表記し ている。  

- 病院 

- 診療所 

･ 勤務医師数については、 医療機関の常勤医と 非常勤医の勤務医師数を表記し ている。  

･ 利用システムについては、 以下の 2 区分で表記し ている。  

- 専用システム 

- 汎用システム 

･ 利用システムの主な特徴については、 以下の 5 区分に対し て有無を表記し ている。  

- 導入費用 

  オンラ イ ン診療時に使用するシステムを導入する際に必要な費用。  

※専用システムであっ ても 導入費用が無料のシステムがあるほか、 開発事業者と 提携 

し て試行的に導入する際に無料と なる場合がある。  

- 運営費用 

  オンラ イ ン診療時に使用するシステムの保守運用等に必要な費用。  

※専用システムであっ ても 、 患者から システム利用料又は手数料を徴収するこ と で運

営費用を無料と し ている場合がある。  

- 予約 

  オンラ イ ン診療を予約する機能。  

- ビデオ通話 

  オンラ イ ン診療を実施するビデオ通話の機能。  

- 決済 

  オンラ イ ン診療の受診料を自動的に決済する機能。  

  ※ク レジッ ト カ ード を登録するなどの方法がある。  

 

③ 導入経緯 

医療機関のオンラ イ ン診療を導入するこ と に至っ たき っ かけや目的、 導入時期を記載し て

いる。  

 

④ 実施し ているオンラ イ ン診療の特徴 

医療機関が実施し ているオンラ イ ン診療について、 以下の 6 項目に対する説明を記載し て

いる。  

･ 利用方法 

  掲載し ている医療機関の特徴と 、 どのよう にオンラ イ ン診療を実施し ているのか等の

説明を記載し ている。  

･ 利用する患者像 
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  オンラ イ ン診療を利用する患者の主な世代と 、 対象と する患者の特性（ 遠方に居住

等）、 疾患や症状等の説明を記載し ている。  

･ 職員や患者への理解促進 

  医療機関が医師や看護師、 事務職員に対し て行っ ている教育と 、 患者に対し て行っ て

いるオンラ イ ン診療の説明を記載し ている。  

･ 薬剤の処方・ 調剤の処方 

  オンラ イ ン診療実施後に処方箋を発行し てから 薬を患者へ届けるまでの方法を記載し

ている。  

･ 受診料の回収方法 

  オンラ イ ン診療の受診料の回収方法を記載し ている。  

･ その他の工夫 

  上記項目のほか、 医療機関がオンラ イ ン診療時に工夫し ている取組と し て特記事項が

あれば、 その内容を記載し ている。  

 

⑤ 課題と 解決策 

医療機関がオンラ イ ン診療を導入・ 運用する中で特に課題と し て認識し た事項や苦労し た事

項について、 その解決策を記載し ている。  

なお、 解決策はあく まで一例であるが、 同様の課題が生じ た際には、 同様の手法を講じ るこ

と ができないか検討するこ と が解決の助けと なると 考えら れる。  

 

⑥ 導入効果 

オンラ イ ン診療を導入し た結果、 医療機関及び患者のそれぞれ視点で得ら れた成果を記載し

ている。  
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医療機関の事例 
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Case1 天沼き たがわ内科 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 東京都杉並区（ 人口 591,108 人）  

設立主体 ： 民間（ 個人立）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 脳神経内科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 1 名 

- 非常勤医 ： 2 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  当該医療機関で投稿し たパーキンソ ン病のブログを 閲覧し た遠方に居住する患者から 神経難病

に関する問合せが届く こ と があるため、 そう し た遠方の患者の受診機会を増やすこ と を目的に、

2020 年 12 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  急変時の緊急ではない定期処方薬の処方、 当該医療機関から 離れた遠方に居住する神経難病の

患者の相談対応、 新型コ ロナウイ ルス感染症で自宅療養中の患者への対応の 3 つのパタ ーンで

オンラ イ ン診療を利用し ている。対面診療と 訪問診療が中心であり 、オンラ イ ン診療は通常診療

時間内の枠を活用し て実施し ている。  

  初診から のオンラ イ ン診療も 受け付けているが、具体的なケースと し ては、主治医の診断に対す

る第三者意見を求めら れ、 今後の治療方針について助言を行う ケースが多い。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 30 歳から 50 歳の就労世代が多い。  

  パーキンソ ン病などの神経疾患の患者に対する診療のみなら ず、 風邪症状と し ての発熱や頭痛

などの専門的でない診療も オンラ イ ン診療にて対応し ている。  

  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 脳神経内科 
通常診療 

感染症 
専用システム D  to P 20 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

無 無 有 有 有 

すぎなみく  

杉並区 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  オンラ イ ン診療は予約枠を 確保し て実施し ている。 患者の診療時間の上限を決めているこ と

から 、 対面診療に比べてメ リ ハリ よく 診療するこ と ができるよう になっ た。  

（ 患者）  

  通院の負担や院内での診察までの待ち時間を解消でき た。  

  遠方の医療機関の専門医と 直接会話でき るよう になり 、 診療機会が拡大すると と も に疾患に

対する不安が解消さ れた。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  スタ ッ フ に対し ては、 オンラ イ ン診療導入時にベンダーから システムの操作説明会を 1,2 回程

度開催するこ と により 、 オンラ イ ン診療の診療報酬の計算方法と システムの使い方について理

解が深まるよう に努力し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋の取扱いについては、 患者宅へ配送する方法又は患者から 指定さ れた薬局へ FAX する方

法のいずれかを患者が選択し ている。薬の受取については、患者に直接薬局へ行っ ても ら う こ と

と し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムに付随する決済方法であるク レジッ ト カ ード 決済を採用し ている。 ク

レジッ ト カ ード 決済は、 集金に関する事務手続きが少ないため有用である。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  オンラ イ ン診療指針で、処方できない薬

や処方期間が制限さ れている こ と を 患

者が理解し ておら ず、期待に沿えないこ

と がある。  

   予約時に H P 上で、処方でき ない薬があ

る こ と が分かる よ う にする 工夫を し て

いる。  

  それでも 処方を求めら れた場合は、診療

時に改めて説明し ている。  

  オン ラ イ ン 診療の受診時間になっ ても

患者が診療室に接続し てこ ない場合が

ある。  

   患者を 呼び出すコ ール機能が実装さ れ

ている専用システムを利用し ている。  
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Case2 九段下駅前コ コ ク リ ニッ ク  

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 東京都千代田区（ 人口 66,680 人）  

設立主体 ： 民間（ 個人立）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 内科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 1 名 

- 非常勤医 ： 8 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  国が 2015 年に発出し た「 オンラ イ ン診療は離島・ へき 地の患者に限定さ れない」 旨の通知をき

っ かけに、 患者の治療を継続さ せるための仕組みと し て適し ていると 考えオンラ イ ン診療に興

味を持っ た。また同時期にオンラ イ ン診療システムに関する情報を得る機会があり 、開院直後の

2017 年 2 月に新たな取組と し てオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  都心部の地下鉄駅近傍の医療機関であるため、 対面診療の患者は近隣の住民に加えて通勤途中

の会社員等が多い。会社員等の場合、対面診療は時間的制約が大き いと いう 声があり 、患者ニー

ズに対応するためにオンラ イ ン診療を実施し ている。  

  内科領域については初診から のオンラ イ ン診療を実施し ているが、 患者の相談内容を 確認し て

診断が難し いよう であれば、 対面診療に誘導し ている。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 30 歳から 50 歳の就労世代が多い。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患について、 オンラ イ ン診療指針や医療関係団体によるガイ ド ラ

イ ン以上に厳格なルール等は当該医療機関では定めておら ず、 個々の患者の容態を 基に判断し

ているが、定期処方のよう なリ スク が低く 継続し た診察が必要な患者に活用するこ と が多い。現

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 内科 
通常診療 

感染症 
専用システム D  to P 1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

ちよだく  

千代田区 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  患者の地理的・ 時間的制約を軽減さ せ、 患者が集中する時間帯を分散するこ と ができ た。  

  遠方に転居し た患者の定期的な診療を継続するこ と ができるよう になっ た。  

（ 患者）  

  日常生活する環境で診療でき るため、 リ ラ ッ ク スし た状態で受診するこ と ができ る。  

  定期処方時に薬を自宅に配送し ても ら えるため、 薬局へ受取にいく 手間が解消さ れた。  

状は、 脂質異常症や高血圧症等の慢性期疾患の患者に広く オンラ イ ン診療を活用し ている。  

  オンラ イ ン診療を活用し ている患者は比較的近隣に在住ないし 在勤の方が多いが、 かかり つけ

の患者が遠方へ転勤・ 転居後に対面での定期診療の代替手段と し て活用する場合も ある。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  オンラ イ ン診療導入時に当該医療機関にと っ て有効なオンラ イ ン 診療のワーク フ ローを医師と

スタ ッ フ が協力し て確立し た。 こ のよう な実践的な経験が結果的に職員教育につながっ た。  

  新し く 入職し た職員には On-The-Job Training(OJT )にて教育を実施し ている。  

  患者に対し ては、オンラ イ ン診療指針に記載さ れている説明事項を伝える一方で、システム操作

のサポート に関し ては、スタ ッ フ の負担が高まら ないよう 、ベンダーが作成し た操作マニュ アル

を患者に提供し 、 不明点は患者自身がベンダーに問い合わせるシステムと し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 患者宅への配送又は患者から 指定さ れた薬局への FAX、 オンラ イ ン服薬指導のいず

れかを患者が選択し ている。薬の受取については、患者に直接薬局へ行っ ても ら う か、も し く は

薬局から 患者宅へ配送し ても ら う かのいずれかの方法を患者が選択し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムの決済方法であるク レ ジッ ト カ ード 決済を利用し ている。 特例で銀行

振込に対応する場合も あるが、 請求書の発行や入金確認などの手間が生じ る。  

（ その他の工夫）  

  対面診療以上に患者と のコ ミ ュ ニケーショ ンには配慮し ている。 たと えば、 診療中に手元で PC

を操作する際に、 オンラ イ ンだと 視線が外れて患者に不信感を与える可能性があるため、 PC で

資料を見る際には、その旨を患者に伝えるこ と により 、不信感を与えないよう に配慮し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  オン ラ イ ン 診療については対面によ る

外来診療や訪問診療と は異なる ワーク

フ ローを確立する必要がある。  

 

  導入後の実践の中で課題に直面する 度

に段階的にワーク フ ロ ーを 確立する こ

と で職員のオン ラ イ ン 診療に対する 抵

抗感も 解決し ながら 導入を進めた。  

  対面診療が必要な場面でも 、患者がオン

ラ イ ン診療を期待する場合があり 、患者

要望に対応でき ない場合がある。  

 

  対面診療に加えて必要な説明事項を 明

確化し て、 患者に丁寧に説明する。 こ の

際、オンラ イ ン診療で対応する診療内容

を明確化し ておく こ と が有効である。  
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Case3 すみかわ皮膚科アレルギーク リ ニッ ク  

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 北海道札幌市中央区（ 人口 248,680 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 皮膚科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 2 名 

- 非常勤医 ： 0 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  北海道は面積が広いため、 2～3 時間かけて通院する患者も 多い。 そのよう な遠方に居住する患

者の負担を軽減するために、 2019 年 12 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  一般皮膚科診療に加えて、アレルギー性皮膚疾患の専門治療を提供する医療機関であり 、近隣の

医療機関で治療でき ない患者が道内各地から 利用するこ と が多い。  

  オンラ イ ン診療では、皮膚の状態を正確に確認するこ と ができ ず、また、オンラ イ ン診療を実施

する上で、 提出し ても ら っ ている同意書の記入が必要なため、 初診は対面診療を必須と し てい

る。その上で、オンラ イ ン診療は再診患者の経過状況を確認する際の診療方法の一つと 位置づけ

て実施し ている。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 30 歳から 50 歳の就労世代が多い。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患と し て、当該医療機関では、症状が落ち着いている慢性じ んまし

んと アト ピー性皮膚炎を対象と し ている。 じ んまし んは発疹が出ていない落ち着いた状態に適

用する。アト ピー性皮膚炎は、炎症が落ち着いた状態で、保湿剤や必要に応じ てステロイ ド を塗

ればよいと いう 程度の寛解状態になっ た患者に適用し ている。ただし 、患者が新型コ ロナウイ ル

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 皮膚科 通常診療 専用システム D  to P 70 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

さ っ ぽろ し  

札幌市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  北海道内に居住する遠方の患者も 診療を 継続でき るよう になっ たため、 患者と の継続的な関

係を維持でき ると いう 利点がある。  

（ 患者）  

  外出困難時（ たと えば、 新型コ ロナウイ ルス感染時） に皮膚症状が変化し た際、 外出が可能に

なるのを待つこ と なく 受診し 、 薬の処方を受けるこ と ができ た。  

  仕事や小さ な子供がいる等の理由で平日の日中に通院でき ない場合に、 日常の空き 時間を 利

用し て受診できるため、 適切な時期に診療を受けら れるよう になっ た。  

スに感染し ており 、対面診療を実施できない場合に限り 、他の疾患でも オンラ イ ン診療で対応す

るこ と がある。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  オンラ イ ン診療に係る通信機器の操作は全て医師が対応し ている が、 看護師や事務職員にも ベ

ンダーより 提供さ れる操作マニュ アルを参照さ せている。  

  患者への同意書の説明やシステムのダウンロード 等の操作方法の説明は看護師が担当し ており 、

同意書やシステムの操作方法は、 医師が看護師へ説明する形で教育し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 主に当該医療機関指定の薬局へ FAX で送付し ている。 薬の受取については、 薬局か

ら 患者宅へ配送し ている。患者が希望する場合には、処方箋を患者宅へ配送し 、近隣の薬局で薬

を受け取る方法でも 対応し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムの決済方法であるク レ ジッ ト カ ード 決済を利用し ている。 ク レジッ ト

カ ード 決済以外では、 オンラ イ ン診療は実施できないこ と と し ている。  

（ その他の工夫）  

  オンラ イ ン診療時に皮膚の状態を 確認する方法と し て、 ビデオ会議に使用するスマート フ ォ ン

の前面カ メ ラ（ イ ンカ メ ラ ） の解像度では診断が困難のため、 背面カ メ ラ（ メ イ ンカ メ ラ ） で撮

影し た患部画像をシステムへアッ プロード し ても ら う こ と で、 少し でも 鮮明に患部の状態を確

認できるよう にし ている。ただし 、背面カ メ ラ でも 解像度に限界があり 対面診療より 精度は下が

るこ と に留意し ており 、 画像で判断できない場合は対面診療へ切り 替えている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  初診は対面で診療し たも のの、診断と 治

療方針が定まる 前にオン ラ イ ン 診療を

希望さ れるこ と がある。  

 

  皮膚科における オン ラ イ ン 診療の限界

を患者に伝え、治療方針が定まり 症状が

落ち着く までは、対面で診療するよう に

丁寧に説明し た。  
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Case4 瀬川記念小児神経学ク リ ニッ ク  

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 東京都千代田区（ 人口 66,680 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）   

病床数  ： － 

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 小児神経科、 神経内科、 精神科  

勤務医師数 

- 常勤医 ： 2 名 

- 非常勤医 ： 11 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  希少な小児難病に対応でき る数少ない医療機関であり 、 全国各地（ 北海道、 関東、 関西、 四国、

九州） から 当該医療機関を受診する患者が多い。そのため、遠方に居住する患者の高額な交通費

の負担を低減するため、 2017 年 11 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  遠方に住む患者に対し て、 症状が安定し ている場合の経過観察や飲み続けている薬の定期処方

を行う 際にオンラ イ ン診療を利用し ている。ただし 、遠方であっ たと し ても 、夏休みなどの 期⻑

休暇の際には対面での診療を促し ている。  

  短いオンラ イ ン診療時間内でも 適切な診察を 提供でき る経験豊富な医師のみがオンラ イ ン診療

を実施し ている。  

  他の医療機関に入院中の患者の診察を行う 際に D  to P with D の形態でオンラ イ ン診療を実施

するこ と がある。  

  学校教員・ 入所施設職員に同席し ても ら い、患者が普段生活を共有し ても ら っ たり 、薬の飲ませ

方や発達障害の対応など専門医から のアド バイ スを行っ たり するこ と も ある。注意点と し て、遺

伝子検査の結果などのデリ ケート な情報は教員等には伝えないこ と を徹底し ている。  

  難病を初診から オンラ イ ン診療で診るこ と は非常に困難であるため、 通院が難し い患者であっ

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 

小児神経科 

神経内科 

精神科 

小児医療 専用システム 

D  to P 

D  to P with D  

その他の実施類型 

1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

ちよだく  

千代田区 



 

- 17 - 

 

―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  院内の診察室では見るこ と ができない、患者の日常生活の様子を観察できるよう になり 、より

多く の医療情報を収集でき るよう になっ た。  

  対面診療に比べると 、 あら かじ め定めた時間枠内で効率的に診療を行いやすい。  

（ 患者）  

  遠方から 通院し ていた頃と 比較し て通院費負担が低減さ れた。  

  日常生活・ 療養する環境で診療でき るため、 リ ラ ッ ク スし た状態で受診でき た。  

ても 、 初診は対面診療を必須と し ている。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 18 歳未満の未成年が多い。  

  発達障害で外出に不安のある患者も いるが、 距離的な観点で通院が困難でなければ、 可能な限り 来

院を促し ている。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患について、 当該医療機関において厳格なルールを定めているわ

けではないが、 精神疾患、 小児神経疾患、 瀬川病、 ト ゥ レッ ト 症、 レッ ト 症候群、 神経難病、 睡

眠障害の患者に対し オンラ イ ン診療を適用し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  職員は、オンラ イン診療導入時にベンダーによる説明会に参加し 、システムを操作するこ と がで

き るよう になっ た。また、患者説明用の操作マニュ アルについて、事務職員が患者目線から 改善

案を出す等、 運用に向けた準備の経験を積むこ と が結果的に職員教育と なっ た。  

  患者には、操作マニュ アルを活用し てシステムの操作方法を説明し ている。また、娯楽施設等で

オンラ イ ン診療を受診し よう と する患者も いるため、 診療がデリ ケート な相談に発展するこ と

を考慮し 、 プラ イ ベート な空間で受診するよう に事前に患者に説明し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 患者宅へ配送し ている。 薬の受取については、 患者に直接薬局へ行っ ても ら う 。  

  新型コ ロナウイ ルス流行時は、 感染リ スク の高い患者であれば比較的近隣の患者にも オンラ イ

ン診療を適用し ており 、 その際には、 処方箋を患者から 指定さ れた薬局へ FAX で送付又は事務

職員が直接届ける運用をし ていた。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムの決済方法であるク レジッ ト カ ード 決済を利用し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  導入時は、患者志向の経営方針をベンダ

ーに理解し ても ら えず、ベンダーから 患

者目線での質問に丁寧な回答が得ら れ

ないこ と があっ た。  

 

  実際の診療の様子を ベン ダーに見に来

ても ら い、患者目線の重要性を理解し て

も ら っ た。  
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Case5 外房こ ども ク リ ニッ ク  

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 千葉県いすみ市（ 人口 35,544 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 小児科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 3 名 

- 非常勤医 ： 3 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  外来、入院、在宅医療に並び立つ地域医療における新し い診療概念と し て、患者が自宅にいなが

ら 訪問診療と 同レ ベルの診療を 受けら れる と いう 更なる 患者本位の医療の実現を 目指し て、

2016 年 6 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  近隣に医療機関が少なく 、 車で 30 分以上かけて通院する患者が多い地域であるため、 子連れで

の通院を控えてし まう 患者等への診療機会の確保のためにオンラ イ ン診療を利用し ている。  

  重度心身障害により 全介助が必要な患者は、 訪問看護師の支援の下、 D  to P with N の形で実施

するこ と も ある。訪問看護師は、尿の色やバイ タ ル値の測定結果のほか、患者の訴えを整理し て

医師に伝える支援を行っ ている。ヘルパーの同席の下、患者と の会話や通信機器の利用のサポー

ト を受ける D  to P with オンラ イ ン診療支援者（ ヘルパー） の形で実施するこ と も ある。  

  初診から のオンラ イ ン診療は、新型コ ロナウイ ルス感染症の患者に限っ て適用し ており 、その際

には、 体調急変時にどの医療機関を受診すべきかなどを丁寧に助言し ている。  

（ 利用する患者像）  

  未成年の子供が家族（ 保護者） と と も に受診する場合が多い。患者の母親の中には妊娠中で通院

が困難な場合も ある。また、成人の診療も 対応し ており 、高齢者や呼吸器を装着し ている等の理

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 小児科 
小児医療 

感染症 
専用システム 

D  to P 

D  to P with N  

その他の実施類型 

1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

いすみし  

いすみ市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  院内の診察室では見るこ と ができ ない、 患者の自宅での日常生活の様子を観察でき るよう に

なり 、 より 多く の医療情報を収集するこ と ができた。  

  新型コ ロナウイ ルス感染症の対応を 踏まえると 、 かなり の範囲の急性期患者を 初診から オン

ラ イ ン診療で対応するこ と が可能だと 考えるよう になっ た。  

（ 患者）  

  通院の手間が解消さ れ、遠方に居住するも し く は、物理的に通院困難な場合でも 継続的に受診

でき るよう になっ た。  

  日常生活する環境で診療でき るため、 リ ラ ッ ク スし た状態で受診でき た。  

  精神疾患の患者が遠方に転居するこ と になっ ても 、 担当医を変更せずに診療を継続でき た。  

由により 通院が困難な患者も 対象と し ている。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患について、 当該医療機関において厳格なルールを定めてはおら

ず、個々の患者の容態を基に判断し ているが、現状は高血圧などの慢性期疾患のほか、精神疾患、

新型コ ロナウイ ルス感染症、 急性上気道炎の患者に対し 適用し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  導入当時、事務運用等を検討する職員チームを組み、院内専用マニュ アルを整備し た。さ ら に、

職員にオンラ イ ン診療アプリ のアカ ウント を作っ ても ら い、 職員間でのロールプレイ を行っ た。 

  患者に対し て、オンラ イ ン診療指針に記載さ れている説明事項を伝えるほか、システム利用に関

する助言を行っ ている。 患者も 当該医療機関のオンラ イ ン診療システムを一度利用し てみれば、

すぐ 慣れるこ と ができている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 患者宅への配送又は患者から 指定さ れた薬局へ FAX で対応するこ と と し ている。 ま

た、患者の都合に合わせて、当該医療機関に直接受け取り に来ても ら う 方法でも 対応し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムの決済方法であるク レ ジッ ト カ ード 決済を利用し ている。 ク レジッ ト

カ ード 決済以外では、オンラ イ ン診療は実施できないこ と と し ている。ク レジッ ト カ ード を使用

し ていない患者がオンラ イ ン診療を 利用でき ないため、 銀行振込を可能にするこ と も 検討し た

が、 事務運用が煩雑と なるため、 現時点では実現し ていない。  

（ その他の工夫）  

  山間部に居住する患者と オンラ イ ン診療を実施する際、 通信ト ラ ブルが発生するこ と があるた

め、 事前にスタ ッ フ と 患者がビデオ会議を繋いで通信状況を確認し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  導入当時、スタ ッ フ の中にも オンラ イ ン

診療への抵抗感を持っ ている者がいた。 

   オンラ イ ン診療を実際に実践する中で、

患者から の肯定的な意見を 聞く こ と が

でき 、 抵抗感を払拭し ていっ た。  
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Case6 第二川崎幸ク リ ニッ ク  

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 神奈川県川崎市幸区（ 人口 171,119 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 外科  

勤務医師数 

- 常勤医 ： 14 名 

- 非常勤医 ： 51 名 

利用システム ： 汎用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  新型コ ロナウイ ルス感染症の流行により 、 同一法人内の医療機関が発熱外来でひっ 迫し たため、

その負担を軽減するために、2021 年 12 月にオンラ イ ン診療を導入し た。さ ら に、肥満外来につ

いても 、 専門医が以前の職場での経験を活かし て、 2020 年 6 月にオンラ イ ン診療を導入し た。 

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  当該医療機関は外科専門の医療機関であるが、同一法人内の内科の診療所の負担軽減のため、新

型コ ロナウイ ルスの感染者のオンラ イ ン診療を導入し た。 こ の導入により 、 第 7 波のピーク 時

に行政から の容態が悪化し た患者への診療依頼を 1 日 10 件程度、 院⻑ 一人で対応できた。  

  胃切除術等の外科手術に向けた相談窓口と し ての肥満外来も オン ラ イ ン診療を 導入し ており 、

患者から 胃切除術等の外科手術の必要性を判断するための医療情報を収集でき ている。  

  当該医療機関では新型コ ロナウイ ルス感染症と 肥満外来のいずれも 初診から オンラ イ ン診療を

実施し ている。新型コ ロナウイ ルス感染症患者への対応については、症状が変化し ている場合、

行政から 指定さ れた医療機関での対面診療に切り 替えるよう に指示し ている。 肥満外来につい

ては、 初診では患者の状態を聞き取り 、 今後の診療方針を相談するために使用し ている。  

（ 利用する患者像）  

  新型コ ロナウイ ルス感染者は年齢を問わないが、 肥満外来は就労世代が多い。  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 外科 感染症 汎用システム D  to P 70 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 無 有 無 

かわさ き し  

川崎市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  診察室以外の院 室や⻑ 会議室でも 医師が診察をでき るため、対面診療と 併せて、診察室を効率

的に使用でき た。  

  対面診療と 比較すると 看護師による同席がなく ても 診察を実施でき る場面が多く あるため、

看護師のリ ソ ースを他の業務に割り 当てるこ と ができ た。  

  新型コ ロナウイ ルス感染者の通院を防げるため、 院内感染のリ スク を削減するこ と ができた。 

（ 患者）  

  手術が可能かを相談するためだけに遠方から 来院し なく てよく なっ た。  

  新型コ ロナウイ ルスの流行下で医療機関へ通院でき ない状況でも 、 医師の顔を 見ながら 安心

し て受診するこ と ができた。  

  肥満外来については、 外科手術を受ける患者が対象である。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  当該医療機関では、オンラ イ ン診療は院 と 肥⻑ 満外来の担当医のみが対応し ており 、厚生労働省

が展開し ているオンラ イ ン診療指針の閲覧や e-learning を受講し ている。 またオンラ イ ン診療

を補助する事務職員は、 通信機器の操作方法を使用し ていく 中で体得し た。  

  院内での普及の観点から 、 すでにオンラ イ ン診療を 実践し ている 医師から オンラ イ ン診療の取

組事例やメ リ ッ ト 等を他の職員に積極的に共有するよう にし ている。  

  患者には同意等のほかに、 事前に事務職員から 電話でオンラ イ ン診療の進め方を説明し ている。 

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  新型コ ロナウイ ルス感染者のみ処方し ており 処方箋は、 医療機関指定の薬局へ FAX で送付し て

いる。 薬の受取については、 薬局から 患者宅へ配送し ている。  

  肥満外来については、外科手術に向けた診療であるため、薬を処方するこ と はほと んどない。薬

の処方による治療が適当な場合は、 別医療機関の受診を勧めている。  

（ 受診料の回収方法）  

  汎用システムを使用し ており 、オンラ イ ン診療専用の会計機能がないため、銀行振込又は次回来

院時に現金で支払う 方法を採用し ている。  

（ その他の工夫）  

  オンラ イ ン診療の広告について、 患者に全ての診療を オンラ イ ン で実施でき ると 認識さ れるこ

と を防ぐ ために、 肥満外来のページにのみ実施でき る旨を掲載し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  特定の医師のみオン ラ イ ン 診療を 実施

し ているため、他の診療科でも 活用し た

いが、導入に至るまでの教育ができ てい

ない。  

   オンラ イ ン診療の活用方法と し て、健康

診断で再検査と なっ た方の二次健診の

フ ァ ースト コ ン タ ク ト と し て活用する

案を検討し ている。  
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Case7 多摩フ ァ ミ リ ーク リ ニッ ク   

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 神奈川県川崎市多摩区（ 人口 221,734 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 内科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 4 名 

- 非常勤医 ： 11 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  新型コ ロナウイ ルス感染症の流行により 、外来診療の患者数を制限する中で、患者が医師の顔を

見ながら 安心し て受診するこ と ができ るよう 、 オンラ イ ン診療を 2021 年 5 月に導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  オンラ イ ン診療の担当医を 設定し 、 その医師が新型コ ロナウイ ルス感染症に対応する発熱外来

のほか、 定期処方薬の継続処方のための診察においてオンラ イ ン診療を活用し ている。  

  かかり つけ医を探すきっ かけと なればと 、初診から オンラ イ ン診療を実施し ている。過去の診療

情報がない新規の患者については、画面越し にお薬手帳を見るなど、医療情報を確認し ている。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 18 歳未満の未成年が多い。  

  新型コ ロナウイ ルス感染症に対応する発熱外来のほかは、 数日間持続する便秘や花粉症等の症

状の患者が多い。 市販薬で対応するかどう かを迷う 程度の症状で受診する患者が中心である。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患について、 当該医療機関において明確な規定を 定めているわけ

ではなく 個々の患者の容態を基に判断し ているが、現状は花粉症やじ んまし ん・ アト ピー性皮膚

炎、 便秘等の患者に対し て活用し ている。  

  患者数が多い生活習慣病についてオンラ イ ン診療を 適用すると 、 オンラ イ ン診療担当医の負担

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 内科 
通常診療 

感染症 
専用システム D  to P 70 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

無 有 有 有 有 

かわさ き し  

川崎市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  喘息患者の自宅におけるペッ ト の飼い方などを 観察でき るなど、 対面診療では得ら れない情

報を収集するこ と ができた。  

  オンラ イ ン診療は、 時間の枠が決まっ ているため、 予定通り に診療を進めて行く こ と ができ 、

医師の働き 方改革と し て残業を抑制するのに役立つ。  

（ 患者）  

  院内感染のリ スク が解消さ れた。  

  小さ い子供を連れて通院する手間が解消さ れた。  

  場所や移動時間の制約が軽減さ れ、 適切に継続的に診察を受けるこ と が可能になっ た。  

が大きく なるため、現在は定期通院し ている患者の中から 対象を絞っ ているが、新型コ ロナウイ

ルスの流行が落ち着く 等、オンラ イ ン診療担当医の負担が軽減さ れたタ イ ミ ングで、生活習慣病

の定期診療をオンラ イ ン診療で対応するこ と を検討し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  システム導入時に医師と 事務職員が協力し 事務手順を 作成し た。 事務職員は医師の手が回ら な

い予約管理等の業務を補助し ており 、 実践する中で知見が蓄積さ れ職員の理解も 進んだ。  

  院内の朝会でオンラ イ ン診療の事例を紹介し ている。 また、 新任の医師が入職し たタ イ ミ ング

（ 年 1 回程度） で、 オンラ イ ン診療の事例の共有会を開催し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 患者から 指定さ れた薬局へ FAX で送付し ている。 薬の受取については、 患者に直接

薬局へ行っ ても ら う 方法を採用し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムの決済方法であるク レ ジッ ト カ ード 決済を利用し ており 、 即時に入金

確認でき るメ リ ッ ト がある。 ク レ ジッ ト カ ード 決済に抵抗がある と いう 患者の声は聞いていな

い。  

（ その他の工夫）  

  オンラ イ ン診療の更なる効率化に向けて、院内にオンラ イ ン診療専用ブースの設置と 、医師及び

事務職員のオンラ イ ン診療専属化を検討し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  オン ラ イ ン 診療は対面診療よ り 診療報

酬が低いため、対面診療より も 多い患者

数に対応し ないと 収益に影響が出る。  

 

  オン ラ イ ン 診療専用ブ ース設置によ る

効率化で、 受診でき る患者数を増やし 、

収益を担保するこ と を検討中。  

  医療機関側の都合によ り 定刻に診察を

開始でき ない場合に、次の患者へ遅れを

伝える手段がなく 、患者の待機時間が生

じ ている。  

 

  医療機関側の都合によ る 診察開始時間

の遅れを リ アルタ イ ムに患者へ通知す

る仕組みを取り 入れるこ と を検討中。  
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Case8 田村秀子婦人科医院 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 京都府京都市中京区（ 人口 110,488 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： ‐  

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 産婦人科  

勤務医師数 

- 常勤医 ： 2 名 

- 非常勤医 ： 1 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  より 受診し やすい環境を患者に対し 提供するために導入し た。また、オンラ イ ン診療は診療を継

続する手段と し て適し ていると 考え、月経困難症等の患者に対する服薬アド ヒ アラ ンス（ 患者が

薬の作用・ 副作用について十分な説明を受け納得し た上で、服薬の必要性を理解し 、主体的に治

療を受け、 継続し た服薬を行う こ と ） の向上に効果が見込めたこ と も 要因である。  

  2014 年 6 月にオンラ イ ン診療を導入し た。 当時は、 オンラ イ ン診療の専用システムが普及し て

おら ず、 汎用システムを利用し ていた。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  当該医療機関は不妊治療・ 不妊専門の医療機関であり 、すでに原因が判明し ている更年期症候群

や月経困難症等に対し て定期処方を行う ほか、体外受精の判定結果の報告や、不妊症の対応方針

の相談においてオンラ イ ン診療を活用し ている。  

  患者が近隣の医療機関で排卵誘発の注射をする際、 投薬量を指示するために D  to P with D （ 先

方の医師の時間が調整でき ない場合は D  to P with N ） の形で実施するこ と も ある。  

  当該医療機関においては、月経困難症や月経不順については、初診から のオンラ イ ン診療に対応

し ているが、 診療を継続する場合は、 症状の原因を調査するために対面診療へ誘導し ている。  

  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 産婦人科 通常診療 専用システム 

D  to P 

D  to P with D  

D  to P with N  

70 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

き ょ う と し  

京都市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  患者の服薬アド ヒ アラ ンス向上に伴い、 更年期症候群や月経困難症の診療継続率が向上し た。 

  心理的な負担により 診療を 避けていた患者が受診するよう になり 、 患者が気になるこ と を 直

接確認でき るよう になっ た。  

（ 患者）  

  プラ イ ベート な空間で診療するこ と ができ 、 心理的負担を軽減でき た。  

  医師と 1 対 1 で会話するこ と ができ 、 診察室の外に声が漏れる心配も ないため、 普段話し づ

ら いこ と も 話すこ と ができ た。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 30 歳から 50 歳の就労世代の女性が多い。  

  北海道や沖縄等の遠方に居住する患者も いるが、 日常の診療は近隣の医療機関で受診するよう

に誘導し ており 、 必要に応じ て患者に適し た医療機関を紹介する場合も ある。  

  更年期症候群、甲状腺疾患、高血圧症、月経困難症等を中心にオンラ イ ン診療を適用し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  看護師や事務職員に対し て、オンラ イ ン診療の意義等について説明すると と も に、保険点数の算

出に関する冊子を閲読さ せている。また、看護師が患者に対し てオンラ イ ン診療の実施方法を説

明し ているため、 システムを 扱えるよう にマニュ アル等を確認さ せた上でオンラ イ ン診療の実

施に向けて準備し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  薬局より も 迅速な処方が可能であるため、院内処方し た薬を直接患者宅へ配送し ている（ 服薬指

導の必要性が高く ない、 対面診療時に一度処方し たこ と がある薬を継続し て提供するケースを

中心と し ている）。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムのク レジッ ト カード 決済を利用し ている。ク レジッ

ト カ ード 決済を拒む患者はこ れまでおら ず、 円滑に決済が実施でき ている。  

（ その他の工夫）  

  患者に安心感を 持たせるため、 医師の視線が自然と カ メ ラ 目線になるよ う

に、 PC 画面上部に標準装備さ れているカ メ ラ ではなく 、 目の前に配置でき

るカ メ ラ を使用し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  オン ラ イ ン 診療では、 対面診療に比べ

て、 患者に対し て寄り 添う 姿勢を示し 、

話し やすい環境を作るこ と が難し い。  

   他人に聞かれたく ないこ と を 話し やす

いよう に、画面上に医師以外の看護師や

事務職員が映り 込まないよ う にする と

と も に、患者の心理状況に応じ て院内の

照明を暗く する等の工夫をし ている。  

 

 

  

カ メ ラ のイ メ ージ 
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Case9 鳥羽市立神島診療所 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 三重県鳥羽市神島（ 人口 17,525 人）（ 参考 神島 309 人）  

設立主体 ： 公立（ 鳥羽市）  

病床数  ： － 

医療機関種別 ： 診療所 

主な診療科 ： 内科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 1 名 

- 非常勤医 ： 0 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  近隣地域のへき 地診療所当たり の患者数が年々減少し ているため、 各へき 地診療所に医師が常

駐するより も 少ない医師で対応でき るグループ診療の仕組みを 2020 年に取り 入れた。  

  グループ診療の仕組みにおいて、医師が島外の診療所に勤務し ている場合でも 、島内の患者を診

察できるよう 、オンラ イ ン診療を導入するこ と と し た。また、島外でも 患者の医療情報を参照す

るために、 ク ラ ウド 型の電子カ ルテシステムを併せて導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  週 4 回は島を訪れての対面診療を実施し ており 、 オンラ イ ン診療は、 それ以外の曜日や夜間・

休日、 船の欠航等により 島を訪問でき ない日の代替手段と し て実施し ている。  

  島内に居住する看護師が常駐し 、患者の来院に対応し ている。患者が診療所に来院し 、診療所内

に設置し たデバイ スを用いてオンラ イ ン診療を実施する。患者のほと んどが高齢者のため、オン

ラ イ ン診療を実施する際は看護師の補助が必須である。機会は少ないが、夜間・ 休日等に看護師

が患者宅を訪問し てオンラ イ ン診療を実施するこ と も ある。  

  初診から のオンラ イ ン診療は行っ ていない。  

（ 利用する患者像）  

  患者は島内の居住者に限ら れており 高齢者が多い。 担当の医師はほと んどの島民と 面識がある。 

  どのよう な疾患であっ ても 、希望があれば一度はオンラ イ ン診療に応じ 、対面診療への切替えの

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

診療所 内科 へき 地医療 専用システム D  to P with N  1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 無 有 無 

 

と ばし  

鳥羽市 

かみし ま 

神島 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  ク ラ ウド 型電子カ ルテと 併用するこ と で、医師が島外に居ながら にし て、患者情報を閲覧でき

ると と も に、即時に処方箋を交付でき るこ と で、オンラ イ ン診療時にも 対面診療と ほと んど変

わら ない対応が可能になっ た。  

（ 患者）  

  情報基盤が拡充さ れたこ と により 、情報の面でも 不安なく 、画面越し に医師の顔を見ながら 診

療を受けら れるよう になり 、 継続的に適切に診察を受けるこ と ができ るよう になっ た。  

必要性については適宜医師が判断するこ と と し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  離島と いう 性質上、職員全員がオンラ イ ン診療の必要性、意義を理解し ている。通信機器の使用

方法については、 導入時にベンダーによる説明会を開催し て理解を促進し た。  

  日々の対面診療で患者と の信頼関係を構築でき ており 、 高齢の患者も オンラ イ ン診療を受け入

れている。 通信機器の使用は看護師や事務職員が行う ため、 患者は不安なく 利用でき ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  島内に薬局がないため、電子カ ルテ上で処方箋を発行し 、看護師が薬を包装し て手渡すと いう 形

で院内処方を行っ ている。院内に在庫がない薬を処方する場合には、その場で処方箋を印刷・ 交

付し て、 患者に本土の薬局まで行っ ても ら う こ と も ある。  

  現状は処方業務が看護師の業務負担と なっ ているため、 2022 年 12 月から 一部薬剤について患

者宅への配送＋オンラ イ ン服薬指導を展開する予定である。こ れにより 、一部薬剤は、院内での

在庫を持たないこ と が可能になる。  

（ 受診料の回収方法）  

  受診料については、患者が診療所に来院し てオンラ イ ン診療を受ける

ため、 その場で看護師又は事務職員へ支払う 。 夜間・ 休日等に看護師

が患者宅へ訪問し てオンラ イ ン診療を行う 場合は、 翌営業日に患者が

診療所にて支払う 仕組みと し ている。  

（ その他の工夫）  

  在宅患者のベッ ド 付近にバイ タ ルアラ ート と スマート フ ォ ンを 付け

て、 バイ タ ル危険値が出た場合には、 医師が所持する iPad に連絡が

届く 仕組みを利用し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  市立の診療所であるため、導入するシス

テム等については、市役所担当職員と の

調整が必要と なる。 2017 年ごろ から 電

子カ ルテやオン ラ イ ン 診療の導入を 市

役所と 調整し ているが、医療機関側の意

向と 合致せずに導入が困難であっ た。  

 

  市役所担当職員と 地域医療体制を 検討

する上で、 継続的な議論を続け、 電子カ

ルテやオンラ イ ン診療の導入が実現。  

  さ ら に、 国土交通省「 スマート アイ ラ ン

ド 推進実証調査」 を活用し て導入費用を

確保し 、 導入に至るこ と ができ た。  

 

 

  

バイ タ ルサイ ン を測定する  

スマート フ ォ ン のイ メ ージ 
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Case10 織田病院 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 佐賀県鹿島市（ 人口 27,892 人）（ 参考 南部二次医療圏 147,685 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： 111 床 

医療機関種別 ： 病院  

主な診療科 ： 内科、 外科、 皮膚科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 30 名 

- 非常勤医 ： 5 名 

利用システム ： 専用システム（ 使用する割合はオンラ イ ン診療全体の 1/3）  

： 汎用システム（ 使用する割合はオンラ イ ン診療全体の 2/3）  

主な特徴（ 専用システム）  

 

 

―導入経緯― 

  元々は高齢者の在宅医療の補助と し て、 1999 年に電話回線を用いた遠隔医療を開始し た。 その

後、 2017 年にビデオ通話の技術が発展し たこ と をき っ かけに、 訪問診療し ている患者に対し て

専用のカ メ ラ で患者の自宅のテレビ画面を用いてビデオ通話する仕組みを導入し た。  

  現在は、 新型コ ロナウイルス感染症の流行により 患者、 職員の感染対策の一環と し て 2020 年 4

月から オンラ イ ン診療の専用システムを導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  病状が落ち着いているかかり つけの患者に対し て、 経過の確認や定期処方を行う 際にオンラ イ

ン診療を利用し ている。 また、 新型コ ロナウイ ルス感染症患者の診察でも 利用し ている。  

  訪問看護中の看護師、 ヘルパーや家族が患者に同席する中でオン ラ イ ン診療を 実施する場合も

ある。 オンラ イ ン診療時に使用する機器の操作の観点では、 高齢の患者でも 家族の協力があれ

ば、オンラ イ ン診療自体は実施可能な症例がほと んどだが、人工呼吸器を装着し た患者や医療処

置が必要な患者の場合には看護師の同席（ D  to P with N ） で対応し ている。  

  信頼関係の構築や対面診療でし か得ら れない医療情報があるため、 初診は対面診療を 必須と し

ている。対面でのコ ミ ュ ニーショ ンを通じ て信頼を築く こ と で、再診時のオンラ イ ン診療を効率

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

病院 

内科 

外科 

皮膚科 

通常診療 

感染症 
専用システム 

D  to P 

D  to P with N  

その他の実施類型 

1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

無 有 有 有 有 

かし まし  

鹿島市 
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―導入の効果― 

（ 共通）  

  接触を最小限にするこ と で、 医療者、 通院患者と も に感染のリ スク を削減するこ と ができた。 

（ 医療機関）  

  当該医療機関に通院するための時間をなく すこ と で、 定期的な通院が途切れがちな患者の診

療を継続さ せる効果があっ た。  

（ 患者）  

  特に高齢患者の通院の負担が軽減さ れ、同伴する家族にも 好評であっ た。院内での待ち時間の

問題を解消できた。  

  医療機関から 薬局へ FAX で処方箋を送付し てく れるため、 薬局で処方箋を渡し てから 薬を受

け取るまでの待ち時間を解消できた。  

的に実施するこ と も 可能と なる。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 65 歳以上の高齢者が半数以上の割合を占める。  

  医師が対面診療時にオンラ イ ン診療を実施可能と 判断し た患者に適用し ている。 症状を上手く

伝えら れない患者や慢性期の疾患でも 、 症状が変化し ている患者は対面診療へ切り 替えている。 

（ 職員や患者への理解促進）  

  事務職員はシステム操作の補助や患者への事前連絡を 担当し ているため、 システムの操作方法

や事前連絡で説明する内容について教育し ている。  

  患者へのシステムの操作方法の説明は、オンラ イ ン診療日一週間前の事前連絡で行っ ており 、実

施時間のリ マイ ンド や薬を受け取る薬局の確認についても その際に対応し ている。加えて、患者

から の対面診療への変更希望がないかも 念のため確認し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  処方箋は、 患者から 指定さ れた薬局へ FAX で送付し ている。 薬の受取は、 患者に直接薬局へ行

っ ても ら う 方法を採用し ている。 全体の 1 割程度だが高齢者の中には身体機能の低下や呼吸器

の装着等により 、 外出でき ない患者も いるため薬剤師が直接患者宅へ薬を届ける場合も ある。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療を受診する患者のほと んどが定期的に受診し ているため、 次回来院時に支払っ

ても ら う こ と と し ている。 専用システムの決済方法であるク レジッ ト カ ード 決済を 利用し てい

る方は、 全体の 1 割程度と 少ないが、 未収金は発生し ていない。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  通信ト ラ ブルには、 医療機関側、 患者側

問わず様々なパタ ーンがあり 、原因の特

定が難航し た。  

   院内の通信機器を W i-Fi と 携帯電話回線

に交互に接続し 通信速度を確認し たり 、

患者に端末や接続場所を確認し たり 、双

方の通信環境のチェ ッ ク を繰り 返し た。 

  院内 W i-Fi が原因であるこ と も 多く 、場

所ごと に適宜通信環境を改善し た。  
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Case11 国立病院機構岩国医療センタ ー 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 山口県岩国市（ 人口 129,125 人）（ 参考 岩国二次医療圏 135,159 人）  

設立主体 ： 公的（ 国立病院機構）  

 病床数  ： 530 床 

医療機関種別 ： 病院 

主な診療科 ： 内科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 81 名 

- 非常勤医 ： 27 名 

利用システム ： 汎用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  岩国市柱島（ 人口 112 人） での診療は、 以前は月 4 回内科医師が交代で出張診療所に出向いて

いたが、 当番医師の減少により 出張診療の回数が月 2 回に減っ ていた。 そう し た中で島民の診

療機会を増やすために 2020 年 4 月から オンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  医師が常駐し ていない柱島において、 島民の診療機会を担保するために月 2 回の出張診療に追

加し て月 1 回のオンラ イ ン診療を実施し ている。 また、 出張診療時に台風や高波等の悪天候に

より 医師が島へ出張できない日の代替手段にも なっ ている。  

  患者が柱島診療所に来院し 、診療所内に設置し たデバイ スで、岩国医療センタ ー内の医師と オン

ラ イ ン診療を実施する。自治体から 派遣さ れた看護師が診療日に柱島に渡航し て、現地にいる事

務職員と と も に来院し た患者のオンラ イン診療に対応し ている。看護師は、触診や下腿の様子等

の一部の視診、 ビデオ映像の色調が合っ ているこ と の確認等を補助し ている。  

  対面診療を 2 回以上受診し たこ と のある患者に限っ てオンラ イン診療を適用可能と する当該医

療機関独自の規定を設定し ており 、 初診から のオンラ イ ン診療は行っ ていない。  

（ 利用する患者像）  

  患者は島内の居住者に限ら れており 、 高齢者が多い。  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

病院 内科 へき 地医療 汎用システム D  to P with N  1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

無 無 無 有 無 

岩国医療センタ ー 

はし ら じ ま 

柱島 

いわく にし  

岩国市 
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  医師数が減少する中でも 、へき 地における診療機会を維持するこ と ができ、患者に適切に定期

的な診察を提供するこ と ができ ている。  

（ 患者）  

  医師減少により 出張診療回数が削減さ れた後も 、オンラ イ ン診療が導入さ れたこ と で、医師と

対話できる診療機会が月 1 回分追加さ れ、 受診機会が増える満足感が得ら れるよう になっ た。 

  月 2 回の対面診療時に悪天候により 出張診療でき ない場合でも 、 オンラ イ ン診療の導入によ

り 確実な診療機会が確保さ れたので、 医療機関と 繋がっ ている安心感が得ら れた。  

  オンラ イ ン診療を適用する疾患について、 暫定的にオンラ イ ン診療料の算定要件の疾患群に準

じ ている。ただし 、看護師が患者と の会話や意思疎通の様子を医師へ報告し 、その内容と 現場で

の診療の様子から 医師が最終的に判断し て適用し ない場合も ある。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  看護師により 患部の様子を 撮影する際に、 適切な診断につながる よう 医師目線で適切な撮影方

法をアド バイ スし ている。  

  通信機器の操作について、自治体から 派遣さ れた若手の事務職員が補助し ているが、オンラ イ ン

診療で使用する汎用システムについては若手の事務職員が日常生活でも 使用し ているも のに近

い機能を有するこ と から 、 円滑に運用でき ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  島内に薬局がないため、電子カ ルテ上で処方箋を発行し 、柱島診療所で看護師が薬を包装し て手

渡すと いう 形で処方を行っ ている。柱島診療所に在庫がない場合、必要な薬を自治体が手配し て

診療所へ配送し 、 次回来院時に手渡し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  受診料については、患者が診療所に来院し てオンラ イ ン診療を行う ため、その場で事務職員へ支

払う こ と と し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  柱島の患者数減少によ り 出張診療の回

数を削減し た後、オンラ イ ン診療を導入

するこ と と なっ たため、島民から 対面診

療の回数を 更に削減さ れる のではない

かと 不安視さ れた。  

   医師が診療形態の変更点や、対面診療の

回数が減少し ないこ と を 行政と と も に

柱島島民へ複数回に渡り 説明し た。  

  対面診療を 希望する 患者にはオン ラ イ

ン診療は勧めず、信頼関係を維持し てい

る。  

  柱島の患者のほと んどが高齢者であり 、

オン ラ イ ン 診療のデバイ スから 自力で

医師の音声を聞き取れないこ と がある。 

   医師の音声を 看護師が伝言し て診療を

進めている。  

  さ ら に、医師の声を聞き取れるよう によ

り 性能の高いデバイ スを試行中である。 
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Case12 山口県立総合医療センタ ーへき 地医療支援セン タ ー 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 山口県防府市（ 人口 113,979 人）（ 参考 山口・ 防府二次医療圏 307,945 人）  

設立主体 ： 公立（ 地方独立行政法人山口県立病院機構）  

病床数  ： 504 床 

医療機関種別 ： 病院 

主な診療科 ： ‐  

勤務医師数 

- 常勤医 ： 148 名 

- 非常勤医 ： 0 名 

利用システム ： 汎用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  週１ 回の頻度で相島（ 人口 115 人） へ巡回診療し ているが、 台風や高波等の悪天候により 医師

が相島へ出張でき ない場合の代替手段と し て、 2020 年 2 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  週 1 回は島を訪れての対面診療を実施し ており 、 オンラ イ ン診療は、 船の欠航等により 島へ訪

問できない日の代替手段と し て実施し ている。 医師不在時の緊急対応で実施する場合も ある。  

  ク ラ ウド 型電子カ ルテを利用するため、 オンラ イ ン診療と 並行し カ ルテの記載が可能である。  

  相島の患者のほと んどは高齢者であり 、 自身で通信機器を操作し てオンラ イ ン診療を 実施する

こ と ができ ない上に、相島には看護師などの医療従事者が常駐し ていない。そのため、現地デイ

サービスに勤めるケアマネジャ ーにオンラ イ ン診療時の通信機器の操作を補助し ても ら う 委託

契約を締結し 、 D  to P with オンラ イ ン診療支援者（ ケアマネジャ ー） の形で実施し ている。  

  指導医が相島へ出張できない際、専攻医に代役を務めても ら う こ と がある。その際、現地の専攻

医が本土の指導医と ビデオ会議を繋ぎ、 D  to P with D の形で実施するこ と がある。  

（ 利用する患者像）  

  患者は島内の居住者に限ら れており 、 高齢者が多い。 全員一度は対面診療を受診し たこ と があ

り 、 全く の新規の患者にオンラ イ ン診療を適用する想定はし ていない。  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

病院 ‐  へき 地医療 汎用システム 
D  to P with D  

その他の実施類型 
1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

無 無 無 有 無 

ほう ふし  

防府市 

あいし ま

相島 

総合医療センタ ー
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  ケアマネジャ ーが通信機器の操作に慣れたこ と で、 結果的に、 離れた場所にいる医師、 看護

師、保健師と 会議も オンラ イ ンで開催するこ と が可能になり 、職種間連携も 深まり 、オンラ イ

ン診療の浸透につながっ た。  

（ 患者）  

  週 1 回の巡回診療時に船が欠航し た場合、 本土に移動し ない限り は翌週まで医療機関を受診

するこ と ができなかっ たが、オンラ イ ン診療の導入により 、確実に定期的な診察を受けら れる

よう になっ た。  

  疾患により 一律にオンラ イ ン診療の適用可否を 判断するこ と はし ていないが、 現状では脂質異

常症、 高血圧症、 糖尿病、 認知症、 循環器疾患の患者に対し 適用し ているこ と が多い。 患者の容

態に応じ て対面診療への切替えの要否を判断し ている。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  院内に医師が 148 名在籍し ており 、 へき 地医療支援の部署に所属し ていない医師に対し ても 、

積極的に厚生労働省が展開する e-learning を受講するこ と を勧奨し ている。  

  オンラ イ ン診療補助を 行う ケアマネジャ ーには、 導入時に通信機器やシステムの操作方法を説

明し た。汎用システムを使用し ているこ と も あり 、普段の会議をオンラ イ ンで行う こ と などを通

じ て慣れても ら う こ と も 結果的に教育につながっ た。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  天候不良が予測さ れる場合、島内に薬局がないため、オンラ イ ン診療の前日までに、当該医療機

関の薬剤師が定期薬を 調剤し て袋詰めまで行っ た状態で相島へ配送し ておき 、 オンラ イ ン診療

で患者の体調を診察し た上で、再度処方内容をオンラ イ ンで確認し 、ケアマネジャ ーから 薬を手

渡し ても ら う 。 薬に変更や追加が必要な場合は後日患者宅に配送し ている。  

（ 受診料の回収方法）  

  次回の対面診療時に支払っ ても ら う よう にし ている。 必要に応じ てケアマネジャ ーが支払を取

り 次ぐ ため、 未収金は発生し ていない。  

（ その他の工夫）  

  県内で汎用さ れている医療関係者が使用し ているオンラ イ ンのコ ミ ュ ニケーショ ンツールを導

入し たこ と で、 県内の他の離島でオンラ イ ン診療を 行っ ている医師と 非対面でやり 取り するこ

と ができ 、 知見の収集に活用できている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  薬剤処方について、看護師であれば離島

巡回診療の際、院内処方と し て持参薬を

患者に手渡すこ と が可能だが、看護師不

在の相島では対応するこ と ができ ない。 

   本土の薬剤師が袋詰めま で完了し た状

態で事前に離島に届け、オンラ イ ン診療

後にケアマネジャ ーから 手渡し 、不足分

は後日配送する体制を構築し ている。  
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（ 参考： 自由診療の事例）  

 

 

Case13 亀田総合病院 

 

―基礎情報－ 

所在地  ： 千葉県鴨川市（ 人口 32,116 人）（ 参考 安房二次医療圏 120,093 人）  

設立主体 ： 民間（ 医療法人）  

病床数  ： 917 床 

医療機関種別 ： 病院 

主な診療科 ： 内科、 外科 

勤務医師数 

- 常勤医 ： 430 名 

- 非常勤医 ： 92 名 

利用システム ： 専用システム 

主な特徴  

 

 

―導入経緯― 

  当該医療機関では、 特に治療難度の高いがん患者に対するセカ ンド オピニオンを提供し ている。

こ の際、遠方に居住する患者や、直接話し づら いと いう 患者に相談する場を提供するこ と を目的

に 2018 年 1 月にオンラ イ ン診療を導入し た。  

 

―実施し ているオンラ イ ン診療の特徴― 

（ 利用方法）  

  一般的な 診療にはオン ラ イ ン 診療は適用し ておら

ず、がんなどに関するセカ ンド オピニオンと し て、患

者から 事前に受領し た主治医の診断結果及び画像等の

医療情報に基づき 、 アド バイ スを 提供するこ と が中心

である。  

  実績はないも のの、 連携し ている 医療機関の医師から

直接依頼を 受けた場合、患者の承認を得た上で、いわゆ

る D  to P with D の形で共同カ ンフ ァ レンスのよう

な取組を実施し ている。  

  

医療機関種別 主な診療科 対応する診療 システム 実施類型 人口規模 

病院 
内科 

外科 
通常診療 専用システム 

D  to P 

D  to P with D  
1 万人以上 

導入費用 運営費用 予約 ビデオ通話 決済 

有 有 有 有 有 

かも がわし  

鴨川市 

オンラ イ ン 診療の様子
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―導入の効果― 

（ 医療機関）  

  遠方に居住する患者に対し て幅広く セカンド オピニオン等を提供でき るよう になっ た。  

（ 患者）  

  対面では医師へ相談し づら い内容について、 自宅から リ モート で相談でき るよう になっ たた

め、 受診の心理的ハード ルが下がり 、 リ ラ ッ ク スし た状態で診療を受けるこ と ができ た。  

（ 利用する患者像）  

  患者は 30 歳から 50 歳の就労世代が多い。  

  オンラ イ ン診療で対応するセカ ンド オピニオンについては、 他の医療機関での治療を 断念する

よう な治療難度が高い肉腫がんや乳腺がん等の症例が主な対象である。  

  当該医療機関においては、一般の医療機関が対応するよう な疾患について、オンラ イ ン診療は適

用し ていない。  

（ 職員や患者への理解促進）  

  月 1 回の頻度でオンラ イ ン診療に関わっ ている職員を集めて情報共有する会議を開催し ている。

その会議の中で、予約取得方法やト ラ ブル対策を議論し ており 、参加者全員で考えるこ と が結果

的に職員教育と なっ ている。  

  患者に対し ては、オンラ イ ン診療を適用でき る疾病や患者の範囲等の説明に加えて、初回実施時

にはシステム面のサポート を実施し ている。  

（ 薬剤の処方・ 調剤の方法）  

  オンラ イ ン診療の対象がセカ ンド オピニオンのみであるため、 薬剤処方が必要な場面がない。  

（ 受診料の回収方法）  

  オンラ イ ン診療システムと は別のク レジッ ト カ ード 会計システム受診料を回収し ている。 その

会計システムでは、対応し ていないク レジッ ト カ ード の利用者に対し ては、代替手段と し て銀行

振込で対応し ている。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  ク レ ジッ ト カ ード 決済の代替手段であ

る銀行振込の場合、オンラ イ ン診療後の

入金確認や催促等の事務負担が生じ る。 

   会計システムを改修し 、対応できるク レ

ジ ッ ト カ ード の種類を 幅広く する こ と

を想定し ている。  

  オン ラ イ ン 診療の初回実施時に患者に

対し てシステム的なサポート を する こ

と が職員の負担と なっ ている。  

   ア プ リ ダウン ロ ード 等の開始手順に関

する動画を整備し て、 H P に掲載するこ

と で、職員のシステムに関する説明の負

担を軽減する予定である。  
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自治体の事例（ 遠隔医療支援）  
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M EM O  
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Case1 山口県 ～5G 遠隔医療支援の実証、 場所を 問わず遠隔医療が可能な技術活用～ 

 

―取組の概要― 

① 5G 環境での遠隔医療支援の実証 

（ 取組の内容）  

  専門技能が必要な胃カ メ ラ 検査について、 5G 回線を用いた遠隔医療支援を実証するための事

業を展開。  

  具体的には、 5G 回線と アノ テーショ ンシステムを用いて、 リ アルタ イ ムで映し 出さ れる映像

に対し 、 専門医が確認し たいポイ ント をポイ ンタ ーやペンによる書き 込みで指示し て、 若手医

師が的確にカ メ ラ 操作でき るよう に支援し た。  

（ ステーク ホルダーの役割）  

山口県庁 ： 取組全体の取り まと めと 調整、 予算の支援 

医療機関  ： 専門医による指導の提供（ 山口県立総合医療センタ ー）、  

指導を受けながら の検査実施（ 岩国市立美和病院及び鹿野診療所）  

※医療機関の選定に当たっ ては、 公的医療機関等比較的協力を得やすいこ と 、 光回線が敷設さ

れているこ と を考慮し た。  

ベンダー  ：  5G に関する技術提供およびシステム仕様に関するマニュ アル作成 

 

② 場所を問わず遠隔医療が提供可能なデジタ ル技術の活用 

（ 取組の内容）  

  離島での巡回診療を行っ ている医療機関に対し て、 高画質モバイ ル中継装置を貸し 出すこ と に

より 、 オンラ イ ン診療の質を向上さ せるための支援を行っ た。  

  特に、 光回線を敷設さ れていない地域においては、 マルチリ ンク 機能（ 4G 回線を 4 本束ねて

通信する仕組み） を用いて 5G 回線と 同等の通信環境を提供し た。  

（ ステーク ホルダーの役割）  

山口県庁 ： 取組全体の取り まと めと 調整、 予算の支援 

医療機関 ： 高画質モバイ ル中継装置の送信機を授受（ 山口県立総合医療センタ ー、  

国立病院機構岩国医療センタ ー、 柱島診療所、 相島診療所、 周東総合病院、  

平郡診療所）  

ベンダー ： 5G 回線同等の通信に関する技術提供 

山口県立総合医療セン タ ー 

岩国市立美和病院

鹿野診療所 国立病院機構岩国医療セン タ ー

柱島診療所

相島診療所 

周東総合病院 平郡診療所
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―取組の成果― 

  取組①について、 5G の通信技術を活用するこ と により 、 複数のデバイ ス（ 透視画像、 胃カ メ

ラ 等） を同時に接続し 、映像だけでなく アノ テーショ ン機能をリ アルタ イ ムで使用するこ と が

でき るよう になり 、 遠隔地の専門医による、 嚥下や内視鏡の診療支援が行えるよう になっ た。 

  取組②について、マルチリ ンク 機能は閉域の通信環境のため、セキュ リ ティ を担保するこ と が

でき たこ と はも と より 、 離島などへき 地においても 、 5G 同等の通信速度を実現でき た。  

 

―取組を開始し た経緯― 

（ き っ かけ）  

  5G 技術を活用し て文化振興と 医療分野を発展さ せるため、 ベンダーと 「 次世代移動通信シス

テム 5G 等を活用し た地域活性化に向けた連携と 協働に関する協定」 を締結し たこ と がきっ か

けと なっ た。 取組方針を具体化する中で、 現在の取組①及び②を行う こ と になっ た。  

  予算の確保に当たっ ては、 内閣府の助成制度である地方創生推進交付金を活用し た。  

（ 取組の流れ）  

令和 2 年度： 5G 活用の実証環境の準備を始め、 令和 3 年 3 月にシミ ュ レータ を使用し た実証を

実施。  

令和 3 年度： 患者の協力の下、 胃カ メ ラ 検査に加え、 嚥下動作を撮影し 、 正常に嚥下できている

か検査し 、 その状況について専門医による指導を行える体制を整備。（ 胃カ メ ラ 検

査の症例は 5 件）  

令和 4 年度： 実装段階へ進めるこ と を見越し て嚥下リ ハビリ テーショ ンの実証を進めているが、

コ ロナ対応にリ ソ ースを割かれるため状況をみながら 実証を継続。 さ ら に、 離島で

巡回診療を行っ ている医療機関において、 実証準備後、 患者の協力の下、 離島診療

所における高画質モバイ ル中継装置を使用し た実証を実施。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  令和 4 年度で山口県庁の介入が終了し

それに伴いベンダーと の契約が終了す

るため、 市区町村の費用負担が必要に

なる。  

   市区町村へ取組を継続し ても ら う ため

に、 関係者会議を都度開き 、 継続に向

けた進捗確認をし ている。  

 

  個別の医療機関と 調整すればよいと 考

えていたが、 離島診療所への医師派遣

を市町村が担っ ているこ と が判り 、 市

町村と の調整を追加で行う 必要が生じ

た。  

   市町村にも 取組意義を理解し ていただ

けたため、 結果的に取組に支障はなか

っ たが、 本来であれば、 調整が必要な

相手をあら かじ め丁寧に洗い出し てお

く べき だっ た。  
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Case2 崎⻑ 県 ～遠隔専門診療のためのローカ ル 5G ネッ ト ワーク 機器の整備～ 

 

―取組の概要― 

（ 取組の内容）  

  正確な診療を行う 上で画像・ 映像が特に有効と 考えら れる脳神経内科、 消化器内科、 皮膚科領

域において、 ローカ ル 5G 回線を用いた遠隔専門診療1の実証事業を実施し 、 離島での本格的な

運用に向けてネッ ト ワーク 機器を整備し た。  

  遠隔専門診療は専門医が少ない離島の基幹病院（ 五島中央病院、 上五島病院、 壱岐病院、 対馬

病院） で、 離島住民が専門的な診療を受診できるよう に、 ローカ ル 5G ネッ ト ワーク 技術を活

用し て、 崎大⻑ 学病院に在籍する専門医と ビデオ通話及び内視鏡画像等をリ アルタ イ ムで繋

ぎ、 離島の基幹病院の医師が支援を受けて、 専門的な診療を行う 取組である。  

（ ステーク ホルダーの役割）  

崎県庁⻑   ： ネッ ト ワーク 機器の購入及び構築に必要な費用の補助 

崎県病⻑ 院企業団 ： 離島の基幹病院の運営（ 県、 関係市町村で構成する一部事務組合）  

遠隔専門診療支援事業推進協議会 ： 遠隔専門診療を推進（ 県、 関係医療機関で構成予定）  

医療機関  ： 専門医による診療支援（ 崎大⻑ 学病院）  

    指導を受けながら の専門的な診療、 実証への協力（ 五島中央病院）  

 指導を受けながら の専門的な診療（ 上五島病院、 壱岐病院、  

対馬病院）  

※実証に協力する離島の医療機関の選定に当たっ ては、 ⻑ 崎大学病院から 派遣さ れた医師が多

く 在籍し 、 崎⻑ 大学病院と 連携がと り やすいこ と を考慮し た。  

ベンダー  ： 回線速度の事前確認、 ネッ ト ワーク 機器の構築及び整備 

 

 

 

 

1 離島に居住する 患者が離島病院の主治医により 診療を 受ける際、 本土の専門医が離島の医師を支援 

する形態（ D  to D  to P） を 表すために、 崎⻑ 県が独自に位置づけている概念 

崎大学⻑ 病院 

五島中央病院 

上五島病院

壱岐病院

対馬病院 
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―取組の成果― 

  ローカ ル 5G ネッ ト ワーク 技術の活用により 高品質な画像・ 映像情報を高速で通信する環境

が整っ たこ と で、 専門的な診療を離島の基幹病院で実施でき るよう になっ た。  

―取組を開始し た経緯― 

（ き っ かけ）  

  離島医療の維持に向けた取組と し て、 Society5.0 の一環で 5G 技術を活用し た遠隔医療を行う

こ と を⻑ 崎県庁から⻑ 崎大学病院、 ネッ ト ワーク 技術を提供するベンダーに提案し 、 実証事業

の実施に向けたコ ンソ ーシアムを結成し た。  

  取組を進めるに当たっ て、 障害と なり やすい費用面について、 総務省の地域課題解決型ローカ

ル 5G 等の実現に向けた開発実証事業（ 令和 2 年度） や内閣府・ 内閣官房のデジタ ル田園都市

国家構想推進交付金を活用し たり 、 遠隔専門診療の実証、 ネッ ト ワーク 機器の構築及び整備に

おいては、 全額国の助成費用を活用し たり するこ と により 、 予算確保の面での懸念が少なかっ

たために関係者の取組に向けた合意形成が進みやすかっ た。  

（ 取組の流れ）  

令和 2 年度： 遠隔専門診療の実証実験を実施。  

令和 3 年度： 新型コ ロナウイ ルスの流行により 現場で実証を進めるこ と ができ なかっ たが、 ネッ

ト ワーク 機器整備等の予算獲得に向けた検討を進めた。  

令和 4 年度： 本格的な運用に向けてネッ ト ワーク 機器整備の予算確保や遠隔専門診療の仕組みを

整備、 五島中央病院での遠隔専門診療を立ち上げ。  

令和 5 年度： 五島中央病院での実績を基に、 他の離島の基幹病院で遠隔専門診療を立ち上げ。  

 

―課題と 解決策― 

課題 解決 

  離島の基幹病院で遠隔専門診療を始め

るこ と を離島住民へ周知し 、 利用者を

集める必要がある。  

   県公報媒体及び市町村の広報誌等を活

用し て広める。  

  遠隔専門診療において、 現在の診療報

酬の評価制度上、 離島の基幹病院の医

師を指導する⻑ 崎大学病院に費用を支

払う こ と ができ ない。  

   崎大学⻑ 病院に対し て、 遠隔専門診療

の実施回数に応じ て⻑ 崎県が補助する

時限措置を導入。  

※ただし 、 今後の方針は検討が必要 

 



 

 

 


